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令和６年度・第１４回農業委員会総会議事録 

 

開 催 日  令和６年５月２７日（月） １３：００～１６：００ 

開催場所  ＳＳプラザ川内 ３０１～３０３会議室 

出席委員（１８名） 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

１ 中原 良治 ２ 谷山 信 ３ 藥師寺 しげ子 

４ 新屋 純子 ５ 牧田 信一 ６ 小城 義己 

７ 木場 祐二郎 ８ 中島 弘和 ９ 下茂 正憲 

１０ 木下 博英 １１ 乙須 紀文 １２ 有馬 康夫 

１３ 永留 智史 １４ 山路 一浩 １５ 西 裕一郎 

１６ 小園 光男 １７ 礒道 博和 １８ 梶原 拓二 

１９ 府 生次     

欠   員 (０名) 

欠席委員（１名） 

遅刻委員（０名） 

出席推進委員（２０名） 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

議席

番号 
委員名 

２１ 山下 武徳 ２２ 福壽 久雄 ２３ 濵田 義博 

２４ 春田 実 ２５ 上小川 文男 ２６ 大田 実角 

２７ 鶴屋 賢了 ２８ 廣庭 吉辰 ２９ 中川 大樹 

３０ 馬渡 義文 ３１ 田中 浩徳 ３２ 竹田 栄次 

３３ 永吉 康之 ３４ 徳永 正幸 ３５ 徳永 功 

３６ 鬼塚 幸男 ３７ 豊田 孝之 ３８ 古川 梓 

３９ 髙木 成寛 ４０ 早﨑 麻美子 ４１ 辻󠄀 孝一郎 

欠席推進委員（１名） 

事務局出席者 平局長・西局長代理・梶原主幹・長沼Ｇ員・田上Ｇ員・ 

松下Ｇ員・冨士代職員 

 

薩󠄀摩川内市農業委員会会議規則第１４条の規定によって、ここに署名する。 

 

議長（農業委員会会長）                      ㊞  

 

議事録署名者        ７番                ㊞  

 

              ８番                ㊞  

 

議事録作成者     局長代理              ㊞  
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令和６年度 第１４回農業委員会総会議事録 

 

議事日程「諸般の報告」 

 

５  報  告  

報 告 第 ４４号   農 地 法 第 １８条 第 ６項 の規 定 による合 意 解 約 通 知 の専 決 処 分 に 

ついて 

報 告 第 ４５号   非 農 地 証 明 発 行 の専 決 処 分 について 

報 告 第 ４６号   農 地 転 用 事 実 証 明 願 の専 決 処 分 について 

６  議  事  

   議 案 第 １５０号  農 地 法 第 ５条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権 移 転 ・売 許 可 申 請 承  

認 について（知 事 処 分 ） 

議 案 第 １５１号  農 地 法 第 ５条 の規 定 による農 地 等 の賃 借 権 設 定 許 可 申 請 承 認  

について（知 事 処 分 ） 

議 案 第 １５２号  農 地 法 第 ５条 の規 定 による農 地 等 の使 用 貸 借 権 設 定 許 可 申 請  

承 認 について（知 事 処 分 ） 

議 案 第 １５３号  非 農 地 証 明 願 承 認 について 

議 案 第 １５４号  農 地 法 第 ３条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権 移 転 ・売 許 可 申 請 承   

認 について 

議 案 第 １５５号  農 地 法 第 ３条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権 移 転 ・贈 許 可 申 請 承   

認 について 

議 案 第 １５６号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 案 （利 用 権 設 定 ）の意 見 決 定 について 

議 案 第 １５７号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 案 （所 有 権 移 転 ）の意 見 決 定 について 

議 案 第 １５８号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 案 （農 地 中 間 管 理 権 設 定 ）の意 見 決 定 に 

ついて 

議 案 第 １５９号  令 和 ５年 度 農 業 委 員 会 の農 地 利 用 の最 適 化 の推 進 の状 況 その 

他 事 務 の実 施 状 況 の公 表 について 

議 案 第 １１３号  農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 申 請 （承 継 なし）の承 認 について（保 留  

分 ） 

議 案 第 １１４号  農 地 法 第 ４条 の規 定 による農 地 等 の転 用 許 可 申 請 承 認 につい   

て（知 事 処 分 ）（保 留 分 ） 

議 案 第 １１８号  農 地 法 第 ３条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権 移 転 ・売 許 可 申 請 承  

認 について（保 留 分 ） 

報 告 第 ３２号   農 地 形 質 変 更 届 の専 決 処 分 について（保 留 分 ） 

７  その他  

⑴   ６月 総 会 の日 程 について 

⑵   その他  
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【開始１３：００】 

 

会   長     皆 様 、足 場 の悪 い中 総 会 にご出 席 くださいまして誠 にありがとうござい

ます。 

今 日 はやっと恵 の雨 が降 り、水 が溜 まって良 かったという 人 がいれば

まだ水 は欲 しくなかったという人 もいると思 います。 

           これからも天 気 が続 けば川 の水 も少 なくなるし、水 取 の争 奪 もはじまる

のではという気 もしております。 

           私 の行 事 としましては、５月 １０日 に令 和 ６年 度 第 １回 定 例 理 事 会 、

常 設 審 議 委 員 会 がマリンパレスかごしまで開 催 され、出 席 いたしました。 

           １７市 町 村 からの案 件 が出 まして４条 が１０件 、５条 が２８件 という件 数

がありまして、薩󠄀 摩 川 内 市 は５条 が２件 という事 で常 設 委 員 会 の方 にか

かっております。 

           ２２日 に北 薩󠄀 地 域 農 政 推 進 協 議 会 が北 薩󠄀 地 域 振 興 局 で開 催 され、

出 席 しました。色 々な議 案 がありましたが満 場 一 致 で可 決 しております。 

           その後 にすぐ北 薩󠄀 地 区 の農 業 委 員 連 絡 協 議 会 の総 会 がございまし

て、私 の任 期 も２年 という事 で卒 業 してきました。 

           そして今 日 総 会 があり、参 考 人 招 集 もありますので皆 様 意 見 をお願 い

いたします。 

           簡 単 ですが私 の挨 拶 とさせていただきます。 

          

議   長    ただ今 から、第 １４回 薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 総 会 を開 催 いたしま

す。局 長 に委 員 の出 席 状 況 を報 告 させます。 

 

局   長     委 員 の出 席 状 況 について報 告 いたします。 

定 数 １９名 、現 在 員 数 １９名 、出 席 委 員 １８名 、欠 席 委 員 は１名 で、

２番 ：谷 山 隆 信 委 員 であり、欠 席 届 が提 出 されております。 

なお、本 日 出 席 の農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 は２０名 で欠 席 委 員

は１名 で、３３番 ：永 吉 康 之 委 員 であり、欠 席 届 が提 出 されております。 

以 上 で報 告 を終 わります。 

 

議   長    お聞 きのとおり、本 会 は農 業 委 員 等 に関 する法 律 第 ２７条 第 ３項 の規

定 により、出 席 委 員 は過 半 数 に達 しているため有 効 に成 立 いたしまし

た。      

それでは本 日 の総 会 を、会 次 第 により進 めて参 ります。 

まず、主 要 事 務 処 理 経 過 報 告 について、事 務 局 の説 明 をお願 いしま

す。 
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局長代理 主 要 事 務 処 理 経 過 報 告 について説 明 いたします。 

総 会 資 料 の１ページをご覧 ください。 

５月 ９日 ・１０日 が定 例 の現 地 調 査 です。 

１０日 に令 和 ６年 度 第 １回 定 例 理 事 会 、常 設 審 議 委 員 会 がマリンパレ 

スかごしまで開 催 され、会 長 、事 務 局 職 員 が出 席 です。 

  １５日 が第 １回 農 業 委 員 会 だより編 集 委 員 会 、第 １３回 運 営 委 員 会 を 

庁 舎 の５０２会 議 室 において開 催 しております。 

２１日 に市 町 村 農 業 委 員 会 会 長 事 務 局 長 会 議 がマリンパレスかごしま 

で開 催 され、会 長 、事 務 局 長 が出 席 されております。 

２２日 が北 薩󠄀 地 域 農 政 推 進 協 議 会 、北 薩󠄀 地 区 農 業 委 員 会 連 絡 協 議  

会 が北 薩󠄀 地 域 振 興 局 で開 催 され、会 長 、事 務 局 長 が出 席 しております。  

２４日 に土 地 開 発 公 社 理 事 会 が本 庁 舎 ６０３・６０４会 議 室 で開 催 され、 

下 茂 会 長 代 理 が出 席 されております。 

そして、本 日 第 １４回 農 業 委 員 会 総 会 がＳＳプラザ川 内 で開 催 となって 

おります。 

以 上 、説 明 を終 わります。 

 

議    長   主 要 事 務 処 理 経 過 報 告 が事 務 局 よりございましたが、何 か御 質 疑 ござ

いませんか。 

 

委  員          （なしの声 あり） 

 

議    長   「なし」ということですので、主 要 事 務 処 理 経 過 報 告 を終 ります。次 は、

議 事 録 署 名 者 の選 任 ですが、こちらの方 で指 名 してよろしいでしょうか。 

 

委   員           （はいの声 あり）  

 

議     長   ご異 議 ございませんので、 

７番 ：木 場  祐 二 郎  委 員  

８番 ：中 島  弘 和  委 員 にお願 いいたします。 

それでは、さっそく、会 次 第 ５の報 告 に入 らせていただきます。 

初 めに、報 告 第 ４４号 「農 地 法 第 １８条 第 ６項 の規 定 による合 意 解 約 通  

知 の専 決 処 分 について」を議 題 とします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

局長代理  報 告 第 ４４号 を説 明 いたします。資 料 は２ページをご覧 ください。 

今 月 の合 意 解 約 は受 理 番 号 １１番 から１３番 までの３件 です。登 記 地  

目  田 ４筆 3,282 ㎡の合 意 解 約 通 知 がありました。 

このうち、農 地 流 動 化 促 進 事 業 補 助 金 の返 納 は１２番 、１３番 の２件 で 
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す。薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 規 則 第 ５条 第 １項 第 ３号 の規 定 に基 づき、 

処 理 いたしましたので報 告 いたします。 

以 上 で、報 告 第 ４４号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今 、事 務 局 より報 告 第 ４４号 の説 明 が終 わりました。 

これにつきまして、何 か御 質 疑 、御 意 見 はございませんか。 

 

委員・推進委員     （なしの声 あり） 

 

議   長   質 疑 がありませんので、報 告 第 ４４号 を終 ります。 

次 は報 告 第 ４５号 「非 農 地 証 明 発 行 の専 決 処 分 について」を議 題 とし 

ます。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

局長代理  報 告 第 ４５号 を説 明 いたします。資 料 は３ページから６ページをご覧 くだ

さい。 

今 月 の証 明 発 行 願 いは、受 理 番 号 ６番 から２１番 までの１６件 で、登 記

地 目  田 １１筆 5,695 ㎡、畑 １７筆 7,136 ㎡、合 計 ２８筆 12,831 ㎡の証 明

発 行 願 が提 出 されました。 

非 農 地 の議 決 内 容 につきましては、備 考 欄 の議 決 日 、議 決 番 号 をそ

れぞれご参 照 ください。 

何 れも農 地 法 第 ２条 第 １項 に規 定 する農 地 では無 いことを証 明 する非

農 地 判 断 議 決 済 みであり、申 請 には妥 当 性 があると認 められることから、

薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 非 農 地 証 明 書 の発 行 基 準 ５の規 定 により処 理

いたしましたので報 告 いたします。 

以 上 で、報 告 第 ４５号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長  ただ今 、事 務 局 より報 告 第 ４５号 の説 明 が終 わりました。これにつきまし 

て、御 質 疑 、御 意 見 はございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員       （なしの声 あり） 

 

議   長   質 疑 がありませんので、報 告 第 ４５号 を終 ります。 

次 に、報 告 第 ４６号 「農 地 転 用 事 実 証 明 願 の専 決 処 分 について」を議  

題 といたします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

局長代理  報 告 第 ４６号 を説 明 いたします。資 料 は７ページをご覧 ください。 

今 月 は、受 理 番 号 ２番 の１件 で、登 記 地 目 は畑 ２筆 252 ㎡ の農 地 転  
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用 事 実 証 明 願 が提 出 されました。薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 規 則 第 ５条 第  

１項 第 ４号 の規 定 に基 づき、会 長 が専 決 処 分 を行 いましたので報 告 いた 

します。 

許 可 年 月 日 、転 用 目 的 については、それぞれご参 照 ください。 

転 用 目 的 どおり実 行 されていますが、現 在 まで不 動 産 登 記 法 に係 る 

地 目 の変 更 登 記 がされておらず、今 般 地 目 の変 更 登 記 に必 要 な転 用 許

可 証 を紛 失 されており、当 該 証 明 願 いが提 出 されたものです。 

なお、現 地 確 認 については、下 茂 委 員 が調 査 され、転 用 目 的 どおり利  

用 されていることを確 認 していただきました。 

以 上 で、報 告 第 ４６号 に係 る説 明 を終 わります。 

 

議   長   ただ今 、事 務 局 より報 告 第 ４６号 の説 明 が終 わりました。これにつきまし

て、御 質 疑 、御 意 見 はございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員        （なしの声 あり） 

 

議   長   質 疑 がありませんので、報 告 第 ４６号 を終 ります。 

それでは会 次 第 ６の議 事 に入 ります。 

初 めに、議 案 第 １１３号 「農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 申 請 （承 継 なし）の承  

認 について」（保 留 分 ）、議 案 第 １１４号 「農 地 法 第 ４条 の規 定 による農 地  

等 の転 用 許 可 申 請 承 認 について」（保 留 分 ）、議 案 第 １１８号 「農 地 法 第  

３条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権 移 転 ・売 許 可 申 請 承 認 について」（保  

留 分 ）、報 告 第 ３２号 「農 地 形 質 変 更 届 の専 決 処 分 について」（保 留  

分 ）、前 回 の総 会 で議 決 いたしましたとおり、農 業 委 員 会 等 に関 する法 律  

第 ３５条 第 １項 に基 づき、本 日 、参 考 人 を招 致 しております。 

それでは、参 考 人 の入 室 を求 めます。 

  

参考人          （参考人入室） 

 

議   長     参 考 人 に申 し上 げます。本 日 は、薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 総 会 の席 に 

参 考 人 として、ご出 席 いただきまして、誠 に有 難 うございます。 

只 今 から農 業 委 員 会 等 に関 する法 律 第 ３５条 第 １項 に基 づき、参 考 人  

の招 致 に入 ります。 

         本 件 について、参 考 人 を招 致 した理 由 は、農 地 法 上 の違 反 転 用 の状 態  

である中 で、本 件 の事 業 が進 められ、申 請 どおりの工 事 がなされていない 

等 が確 認 されました。 

そのことについて、依 頼 して、提 出 いただいた顛 末 書 では、複 数 の確 認  

できない不 明 な箇 所 があり、当 委 員 会 の総 会 で判 断 議 決 することができな 

かったため、直 接 、お聞 きすることが決 定 されたものです。 
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           初 めに、参 考 人 をご紹 介 いたします。 

           向 かって右 側 から和 田 行 政 書 士 事 務 所 の和 田  美 登 里  様 です。 

次 に、土 地 家 屋 調 査 士 法 人 和 田 事 務 所 の 和 田  光 司  様 です。 

         続 いて、株 式 会 社 ミクラクリエイト 取 締 役  外 薗  達 蔵  様 です。 

同 じく、株 式 会 社 ミクラクリエイト 仮 屋  功 一  様 です。最 後 に株 式 会  

社 伸 和 建 設  代 表 取 締 役  坂 元  伸 行  様  です。 

           以 上 が参 考 人 の方 々になります。よろしくお願 いいたします。 

早 速 ですが、質 疑 に入 ります。 

          参 考 人 は、答 弁 するときは、必 ず、挙 手 をし、「議 長 」と一 言 、発 言 して

から答 弁 をお願 いいたします。 

           今 回 、４項 目 の質 疑 事 項 をあらかじめ文 書 で照 会 しておりましたので、 

その 4 項 目 について、私 の方 から質 問 いたします。    

まず、1 点 目 、申 請 人 へ質 問 します。 

駐 車 場 から現 在 の宅 地 分 譲 地 として整 備 した時 期 は、顛 末 書 による 

と、令 和 ５年 ７月 から８月 に工 事 を実 施 されていますが、その工 事 の判  

断 は、申 請 人 で検 討 されたことでよいでしょうか。 

            また、その際 の農 地 法 上 の手 続 きが必 要 であるという認 識 はなかっ 

たのでしょうか。 

            参 考 人 の方 は答 弁 してください。 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏  

 

    当 初 、 我 々 は 駐 車 場 に と い う こ と で 、 駐 車 場 を 申 請 し ま し て 、           

そ の 過 程 で い ろ い ろ し て い る 間 に 、 駐 車 場 代 が 1 台 １ ， ０ ０ ０           

円 ということになりまして、駐 車 場 には絶 対 、合 わないということで、和

田 先 生 に無 理 をいいまして、宅 地 造 成 の方 の申 請 をしてくださいという

ことでそちらの方 に転 換 しました。 

  以 上 です。 

 

議   長       只 今 の答 弁 に対 して、委 員 の皆 様 方 から、御 質 疑 等 ありませんでしょ

うか。 

 

中 原 委 員       1 番 中 原 です。 

ということは、駐 車 場 図 面 がありますよね。その駐 車 場 図 面 が完 成 し 

ない間 に、その駐 車 場 というのは完 成 はされたんですか。 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏    完 成 しました。 



8 

中 原 委 員       完 成 時 の写 真 をお伺 いしますが、施 工 地 の完 成 の完 成 写 真 があり

ますか。 

 

㈱神 和 建 設  

代 表 取 締 役  坂 元  伸 行  氏  

 

     工 事 自 体 は、トラロープで駐 車 場 の区 画 割 、あと番 号 札 の設 置 等 を

行 って、一 応 完 成 をしたのですが、うちの方 での完 成 写 真 というのは、撮

影 はしておりません。 

 

中 原 委 員     普 通 、工 事 をする場 合 は完 成 写 真 が付 き物 だと思 いますが、疑 いを持  

つわけではないのですが、駐 車 場 が出 来 ない間 に、既 に他 のことをされて 

いたのではないかという疑 いもあるものですから、そこらへんはきちんとされ 

ていたのかと思 いまして、質 問 してみました。 

 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏      写 真 はあります。 

 

 

中 原 委 員     見 せていただけますか。 

 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏  

 

     今 日 は、持 って来 ておりませんけど、それと、その途 中 で辞 めてした

のではなく、完 全 に完 成 しまして、その後 に何 か月 か置 いて、それから、

その次 の工 事 を始 めました。 

            以 上 です。   

  

中 原 委 員       完 成 報 告 は、農 業 委 員 会 にはされたのでしょうか。 

 

 

㈱ミクラクリエイト 

外 薗  達 三  氏              （返 答 なし） 
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中 原 委 員      駐 車 場 で申 請 されたのであれば、そこら辺 の工 事 は確 実 に終 わって、

例 えばですが、駐 車 場 が先 ほど１，０００円 とおしゃいましたが、そこらへん

が、駐 車 場 が完 成 した時 点 で、どんな駐 車 場 の募 集 をされたのかですね、   

駐 車 場 として貸 しますよという立 て看 板 でも立 てたのか、そこらへんをチラ

シでも配 って、駐 車 場 として貸 し出 しますよという募 集 をされたのかどう

か。 

   募 集 をされた時 点 で先 ほどおしゃいました１，０００円 ではとても合 わない

ということになったのかどうか、そこら辺 をお伺 いしなかったのかどうかお聞

きしたいです。 

 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏  

 

        立 て看 板 もしまして、募 集 もしました、そこに３ケ月 くらい待 っておりまし

たが、我 々が、工 事 金 をかけすぎたものですから、とても合 わないというこ

とで、方 向 転 換 をしました。 

以 上 です。 

 

中 原 委 員     わかりました。 

 

議   長       他 にご質 疑 ありませんか。 

 

木 下 委 員     農 業 委 員 以 外 もいいのですか。 

 

事 務 局       大 丈 夫 です。 

 

徳 永 （正 ）委 員    顛 末 書 を書 いてある中 で、最 初 からボタンのはき違 えているのがあっ

て、最 後 に言 おうかと思 ったのですが、最 初 にいろいろな工 事 をすると

きに、まず、これが必 要 だから、駐 車 場 が８９台 でしたよね。 

             ８９台 という募 集 があったのなら、８９台 でなくても、５０台 でも６０台 で

もその見 込 みが立 ってから工 事 をするというのが一 般 的 ですが、見 込

みでやっていらっしゃいますけど、最 初 から方 向 転 換 の要 素 があった

のではないかというのが一 つ、後 の質 問 にも出 てくるのですが、途 中 で

住 宅 の募 集 があっても、決 まったからするという、これは決 まってないか

ら建 築 主 にも、しばらく待 ってください、３月 ４月 がレモンの時 期 だから、

土 を起 こさないといけないと、全 て順 番 に追 っていけばですね、そうい

うところがあって、最 初 からのつまづきというのが、あるのではなかろか、

計 画 的 なところがどうだったのか。そこが知 りたいです。 



10 

 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏  

 

   当 初 は、あの辺 は駐 車 場 がなくて、京 セラさんが、借 りているのも、1

台 が１，０００円 だったのですよ。 

            我 々は３，０００円 ぐらい見 ていたものですから、当 初 の駐 車 場 の見

積 もりが少 し甘 かったですね。 

            最 初 から変 更 して、住 宅 用 にすれば、良 かったですけど、いろいろ、

迷 惑 を掛 けましてすみません。 

 

議   長       よろしいですか。 

 

議   長   ほかに、ご質 疑 ございませんか。 

 

中 島 委 員      ８番 、中 島 です。 

           1 番 の項 目 の質 問 とは、関 係 ないように思 えますが、顛 末 書 によります 

とありますが、令 和 ５年 １２月 １２日 に雑 種 地 への地 目 変 更 登 記 を申 請  

されたとありますが、申 請 許 可 が出 たのは、令 和 ４年 ８月 、工 事 完 了 が 

同 年 １１月 １５日 となっておりますが、その当 時 の申 請 許 可 の第 ５条 申  

請 許 可 書 が、当 初 の予 定 の駐 車 場 の申 請 許 可 書 で地 目 変 更 する形  

ですか。 

 

参 考 人                        （うなずく） 

 

中 島 委 員      わかりました。 

 

議   長   他 に、御 質 疑 ございませんか。 

        

委 員 ・推 進 委 員             （なしの声 あり）  

      

議   長     ないようですので、次 の質 疑 に移 ります。 

           ２点 目 、申 請 人 及 び工 事 施 工 業 者 の方 へ質 問 します。 

          施 工 された際 の工 事 図 面 は、本 申 請 に提 出 している図 面 と相 違 してい

ますか。 

            また、市 有 地 へ越 境 して工 事 した要 因 をどのように捉 えていますか。 

            参 考 人 の方 は答 弁 してください。 
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㈱神 和 建 設  

代 表 取 締 役  坂 元  伸 行  氏  

 

  図 面 と一 部 違 うところが水 路 脇 の方 が L 型 擁 壁 となっていたのです 

が、土 羽 と張 りコンによる施 工 になっております。 

           理 由 ですが、ミクラさんからの指 示 でＬ型 擁 壁 が価 格 高 騰 などによっ 

て、材 料 の資 材 高 騰 があったので、コスト的 に一 度 駐 車 場 を作 ってから 

の造 成 地 への変 更 ということで、コストを下 げたいということで、張 りコンの 

方 の施 工 になりました。 

           それ以 外 は特 に、大 きく変 更 してあるところはなく、図 面 どおりの施 工  

となっております。 

           以 上 です。 

 

有 馬  委 員     １２番 の有 馬 と申 します。 

           前 回 の時 に図 面 を見 ましたが、越 境 をされている部 分 は復 元 されたと 

          いう考 えでよろしいですか。 

 

㈱神 和 建 設  

代 表 取 締 役  坂 元  伸 行  氏  

 

     電 柱 移 設 に時 間 がかかってしまいまして、長 引 いてしまいましたが、

電 柱 移 設 が終 わりましたので、越 境 部 分 に関 しては全 て工 事 を完 了 し

て、解 消 されております。 

 

有 馬 委 員       今 日 、付 いている図 面 には、電 柱 移 設 に伴 う越 境 は解 消 されていな

い場 所 という風 に記 載 されておりますが、この部 分 は解 消 されたという

ことでよろしいでしょうか。 

 

㈱神 和 建 設  

代 表 取 締 役  坂 元  伸 行  氏  

 

  ５月 １５日 付 けで全 て完 了 しております。 

          ５ 月 １ ３ 日 に 電 柱 移 設 が 完 了 し て 、 そ の 後 、 す ぐ 施 工 を 行 い 、       

５月 １５日 付 けで完 全 に復 旧 しております。 

 

有 馬 委 員       わかりました。 
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中 原 委 員      1 番 中 原 です。 

           最 初 の工 事 は移 動 されるときに図 面 で越 境 部 分 があるというのはそも 

そもおかしいわけですよね。 

           しっかりとした図 面 があったのかどうか、なぜ、越 境 したのか出 てくるよう 

な施 工 になったのかですね。 

そこらへんはちょっと、どう考 えても考 えられないですよね。 

           最 初 の段 階 で越 境 して施 工 していらっしゃる。 

           それともう一 つ、越 境 の工 事 が終 わったときに薩󠄀 摩 川 内 市 のどこから 

か指 摘 があったということですね。 

           こういう形 で越 境 部 分 についても施 工 部 分 は越 境 してないような工 事  

施 工 に図 面 どおりにやりましたよと報 告 をされたかどうかですね。 

 

参 考 人                      （無  言 ） 

 

議   長    参 考 人 、お願 いします。 

 

㈱神 和 建 設  

代 表 取 締 役  坂 元  伸 行  氏  

 

             越 境 に関 しては、当 初 、L 型 擁 壁 になっていましたので、L 型 擁 壁

を境 界 沿 いに入 れる予 定 でしたが、土 羽 と張 りコンに変 わったというこ

とで、どのように施 工 するかという打 合 せをした時 に、法 尻 を面 積 ・境

界 にしたときに、面 積 が狭 くなるということで、取 り方 を境 界 に持 ってき

てください、というところの打 合 せで、うちの認 識 が甘 かったというのが

あります。 

             打 合 せの結 果 で、法 肩 を境 界 にしてしまったというところであり、非

常 に申 し訳 なく思 っているところであります。 

           すみませんでした。 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

    農 業 委 員 会 さんへは、報 告 については、先 週 でしたかね、いたしまし

た。 

            そのまま農 業 委 員 会 の方 が、現 場 をご覧 になっていただいている。 

一 部 当 初 、出 した時 よりも変 更 があったものですから、変 更 後 の図

面 を今 日 の午 前 中 に持 って行 ってあります。 

            農 業 委 員 会 の方 に、午 前 中 、吉 原 さんの方 に持 って行 ってありま
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す。 

            ここの総 会 で渡 すようにということであったので、先 ほど長 沼 さんにお

渡 しいたしました。 

         

事 務 局         和 田 事 務 所 さん、確 認 なのですけど、今 日 持 って来 た図 面 で、完

成 しましたよという報 告 でよろしいですね。 

 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

     完 成 というのは、宅 地 分 譲 としてでしょうか。 

 

 

事 務 局         いえいえ、越 境 部 分 の工 事 が完 了 したという報 告 が、この図 面 を持

って来 たところで、完 了 しましたよということでよろしいでしょうか。 

 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

     はい大 丈 夫 です。解 消 しています。 

 

 

事 務 局         先 週 の時 に、和 田 事 務 所 さんに話 をしたのは、現 地 を再 度 、確 認 し

に行 こうとした時 に、越 境 部 分 が先 ほど言 われたとおり、解 消 されたの

で、工 事 が終 わったんですかね、ということで、お電 話 させていただきま

した。 

             その時 は、排 水 の所 が、若 干 、図 面 とは違 いましたので、そこのとこ

ろがどうなっているかという確 認 をされてもらったところなので、完 成 して

いるという風 には、農 業 委 員 会 事 務 局 としては捉 えておりません。 

           あくまで、完 成 しましたよという書 類 をもらってから、調 査 に行 こうとし

ておりましたので、越 境 の図 面 で完 成 したという報 告 でよろしいでしょう

か。 

 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  
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はい、大 丈 夫 です。 

 

 

事 務 局         今 、和 田 さんの方 から、先 ほど、Ｕ路 工 に変 更 した図 面 を貰 ったん

ですけど、われわれの配 置 図 については、この土 地 境 界 で対 応 できる

んですけど、元 々、あそこは土 地 改 良 区 が、管 理 している水 路 と管 理

道 路 になっているんですけど、その時 に既 設 使 用 届 けの図 面 の差 替

えは、耕 地 林 務 課 の方 に、提 出 されたのでしょうか。 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

             午 前 中 に、土 地 改 良 区 の事 務 局 の方 と耕 地 林 務 水 産 課 と都 市 整

備 課 に持 って行 ってあります。 

 

事 務 局          わかりました。ありがとうございます。 

 

議   長         ほかに、ご質 疑 ございませんか。 

 

中 原 委 員        ということであれば、越 境 部 分 の工 事 が完 了 してから、宅 地 造 成 な

り、申 請 をされるべきではなかったのでしょうか。 

 

参 考 人                    （無  言 ） 

 

議   長        参 考 人 の方 の答 弁 をお願 いいたします。 

 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

   今 回 の農 地 転 用 は、１月 末 で出 していると思 うんですけど、出 す前

に土 地 改 良 区 の長 井 さんと現 場 を確 認 して、越 境 部 分 は解 消 させる

方 法 で、話 をしたうえで申 請 したという経 緯 があります。 

             おっしゃるとおり、その申 請 の段 階 においては、その越 境 部 分 の解  

消 はいつ行 うという打 合 せは、出 来 ていなかったので、おっしゃるとおり、

出 来 ておりませんでした。 

             申 し訳 ないです。 

 

議   長   ほかに、御 質 疑 ございませんか。 
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委 員 ・推 進 委 員          （なしの声 あり） 

       

議   長    ないようですので、次 の質 疑 に移 ります。 

              ３点 目 、申 請 人 及 び申 請 代 理 人 へ質 問 します。 

           令 和 ５年 ８月 ３１日 に当 農 業 委 員 会 へ相 談 され、同 年 ９月 ６日 、鹿 児

島 県 農 村 振 興 課 に協 議 した以 降 、農 地 法 上 の違 反 転 用 状 態 であるこ

とを認 識 され、それを改 善 すべく方 策 を検 討 されているものと当 農 業 委

員 会 は認 識 しています。 

その中 で、地 目 変 更 を実 施 したことが、不 動 産 登 記 法 に基 づきとのこ

とですが、ほかに意 図 はなかったのですか。 

参 考 人 の方 は答 弁 してください。 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

  まず、外 のその意 図 ということに関 しては、もともと４月 に申 請 させて

いただきました顛 末 書 の７番 のところです。 

            ８月 に相 談 に伺 った際 に、一 回 、名 義 をもともとの売 主 に戻 さないと 

いけないというということになったということで、その所 をミクラクリエイトさ 

んに戻 せないか相 談 をしていましたが、結 局 、その売 主 が難 しいという 

ことです。 

結 局 、普 通 の農 地 を田 の状 態 のままで、農 業 生 産 法 人 以 外 の者 が 

持 つことができないものですから、今 更 ではありますが、雑 種 地 に変 えた 

うえで、ミクラクリエイトの系 列 会 社 のミクラファームという農 業 生 産 法 人  

があるものですから、名 義 を変 えて、田 から畑 にという意 図 はありました。 

 

議   長       只 今 の答 弁 に対 して、委 員 の皆 様 方 から、御 質 疑 等 ありませんでしょ

うか。 

 

梶 原 委 員       １８番 の梶 原 です。 

          当 該 土 地 の農 地 は、最 初 、駐 車 場 として雑 種 地 として地 目 変 更 される

ものなのですが、その後 、宅 地 、公 衆 道 路 ですかね、地 目 変 更 をされて

いる。 

農 地 に戻 すべきが当 たり前 だと思 いますが、土 地 を売 却 する場 合 、農

地 のままでは、所 有 権 移 転 に、農 業 委 員 会 からの許 可 が必 要 になるた

めに、そのために、農 地 以 外 に地 目 変 更 しているのではと考 えられます。

地 目 変 更 の意 図 をお聞 かせください。 
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土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

  私 が申 し上 げたのは、宅 地 分 譲 のところではなく、残 置 部 分 の買 収 部

分 のところになります。 

          あの詳 しく申 し上 げれば、県 の開 発 許 可 が 3,000 ㎡以 上 というルールが 

あって、そのものの調 整 が開 発 許 可 を目 的 としていないものですから、先  

ほど申 し上 げた 3,000 ㎡を超 える残 地 に関 してでした。 

          もう一 つ、宅 地 分 譲 を考 えているところで申 し上 げており、雑 種 地 から 

宅 地 に変 更 しましたのは、今 、お話 がありましたとおり、ミクラクリエイトさんの 

方 が、買 い手 さんというか購 入 検 討 者 と契 約 と申 しますか、現 れて、それ 

で、一 日 も早 く名 義 を変 えたいということで、申 請 の依 頼 を受 けてしたところ 

です。 

 

事 務 局     事 務 局 からですが、地 目 変 更 で、農 地 を関 連 会 社 のミクラファームさん 

に、移 したいので、雑 種 地 に変 えたということでございますが、３条 申 請 を出  

していらっしゃいますので、雑 種 地 だけど、農 地 として扱 ってくださいね、とい 

うことで、出 しているという意 図 と、そこが矛 盾 するのではないかという気 がし 

ます。 

         そこをどのように整 理 されているのでしょうか。教 えていただけますか。 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

   あくまで、申 し上 げたのは、今 年 の 1 月 の話 ではなくて、昨 年 の８月 から

９月 においての話 です。 

         一 般 論 として、農 地 を現 状 で、普 通 の不 動 産 会 社 と申 しますか、農 業 生

産 法 人 以 外 持 っているものですから、従 来 は元 に戻 す必 要 があるという

固 定 観 念 というか、なんとか解 消 したいというところから、やっていたので

す。 

ただ、昨 年 の８月 から１月 にかけて、その件 も含 めて、皆 様 に相 談 させ

ていただき、最 終 的 に雑 種 地 のままで、３条 申 請 で、アドバイスをいただ

いたものですから、申 請 したところであります。 

 

事 務 局       なぜ、このようなことを言 いましたのかというと、農 地 のままであれば、そう

いうことをしなくても済 んだのに、地 目 変 更 したわけで、すごくややこしくな

っているのではないのかなということを、言 っているところです。 

           地 目 変 更 してしまってから、名 義 を変 えたのは、法 務 局 では、それで、
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変 更 できるかもしれませんが、農 地 法 上 の手 続 きが終 了 していない状 態

で、農 地 法 の手 続 きをきちんと済 ませてくださいねという立 場 で９月 ６日

以 降 、お願 いしてきたところです。 

           それに係 らず９月 に地 目 変 更 をされているので、そこら辺 のところは、ど

う思 って変 えられたのか、理 解 ができないところです。 

        

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

           ９月 にかけて、前 の持 ち主 に名 義 を直 さないといけないという解 釈 でい

たものですから、結 局 、売 る主 に戻 して、その状 態 で、もう一 回 戻 すのは、

できないということになったので、１２月 にそういう方 策 というか何 とかミクラ

ファームに名 義 を、残 置 部 分 にしたところです。 

 

事 務 局        事 業 計 画 変 更 で残 地 としての農 地 を別 に名 義 を変 えなくても、３条 申

請 できますよというのを、１月 ５日 に農 村 振 興 課 から話 を受 けて、お伝 え

してありますが、その前 に和 田 事 務 所 さんとしては、地 目 変 更 して、関 連

のミクラファームに移 す段 取 りとして、した結 果 が、そういう地 目 変 更 の経

緯 ですよということでよろしいでしょうか。 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

           先 に申 し上 げた 1 月 ５日 の話 で、昨 年 の話 はそういう解 釈 でいたもので

すから、雑 種 地 に変 えたところでした。 

 

事 務 局       事 業 計 画 変 更 というのが、最 初 の目 的 から、異 なっていますが、名 義

は変 えずに、次 の段 取 りにするための手 続 きになりますから、そこはもとも

と農 地 だったところを農 地 部 分 として残 すということで、３条 申 請 は、県 と

してはできますよという回 答 があるので、今 後 そういうことが、あるのであれ

ば、地 目 変 更 とかせずにその段 取 りで進 めていただければ、こういうこと

にならなかったのかなと思 います。 

           ご認 識 いただければと思 います。 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

             ありがとうございます。 

 



18 

                      

議   長   ほかに、御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員     （なしの声 あり） 

       

議   長    ないようですので、次 の質 疑 に移 ります。 

           ４点 目 、申 請 人 へ質 問 します。 

              市 有 地 への越 境 部 分 の解 消 はいつ完 成 予 定 ですか。 

参 考 人 の方 は答 弁 してください。 

 

 

㈱神 和 建 設  

代 表 取 締 役  坂 元  伸 行  氏  

 

  先 ほど、言 いましたとおり、５月 １５日 に全 て越 境 部 分 については解 消

して、工 事 自 体 は完 了 しております。 

 

 

議   長   ほかに、御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員              （なしの声 あり） 

       

議   長    ないようですので、全 体 を通 して、また、４項 目 以 外 のその他 等 につい 

て、委 員 の皆 様 方 から、ご質 疑 等 ありませんか。 

 

中 原 委 員       1 番 中 原 です。 

            農 業 委 員 会 としても、決 まったルールがありまして、それを一 つ一 つク 

リアしていって、初 めていろいろなことが前 向 きになるわけですよね。 

           そこで、申 請 されました件 につきましては、一 つ一 つ確 実 にクリアをし 

ていただけましたら、このように参 考 人 として来 ていただく必 要 はなかった 

と思 います。 

  最 初 、駐 車 場 からされて、宅 地 造 成 からあっていろいろと出 てくるわけ 

ですけど、お願 いしたいのは、一 つ一 つ必 ずクリアしていただけたら、全 て 

前 向 きになるわけですよ。 

 そこら辺 を丁 寧 にやっていただきたいと思 います。 

  農 業 委 員 会 としても、特 別 にいちゃもんをつけるということではなくて、 

一 つ一 つクリアしてきたことをいままでもルールを守 っていただくことに関 し 

て、一 つ一 つ許 可 が出 ているわけです。 

  そこを、きちんと守 っていただきたいというふうにお願 いします。 
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議   長   ほかに、御 質 疑 ございませんか。 

 

木 下 委 員       ３月 ・４月 と総 会 の中 で、今 日 の参 考 人 招 致 に向 けて、いろいろ検

討 をして、今 日 のこのような場 を迎 えましたが、私 たちが、思 っているの

は、４月 の時 点 で参 考 人 招 致 の 4 名 の方 を皆 様 のお手 元 に届 いた中

では、太 一 郎 さん、和 田 さん、それと、親 和 建 設 さんに出 しましたが、

代 表 の方 がいらっしゃったり、太 一 郎 さんに呼 びかけをしたのに、達 三

さんがいらっしゃった、仮 屋 さんですね、聞 き取 りにくいところがあります

が、それぞれ、代 表 の方 に４点 ほど質 問 させていただきたいと思 いま

す。 

このような参 考 人 招 致 は実 績 もないし、農 林 水 産 省 と農 政 局 が管

轄 しますが、問 合 せしましたところ、局 までは上 がってこない、県 で止 ま

るということで、招 致 しています。 

私 も、外 薗 さんの組 織 を知 らないもので、相 談 役 ではなく、取 締 役 で

いらっしゃるということですね。 

この３５条 というのは、犯 罪 捜 査 を目 的 とするものではない、議 事 録

は残 ります。 

ご存 じだと思 います。 

今 日 、いらっしゃっているのは、取 締 役 の外 薗 勝 三 様 ですね、こういう

件 について、取 締 役 の立 場 でどういうアドバイスをされたのか。それをお

聞 きしたいと思 います。 

２点 目 は、和 田 さん、文 書 的 には博 文 さんと奥 様 の美 登 里 さまです

ね、お聞 きしたかったのですが、なぜですか。 

 

 

土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

           農 業 委 員 会 の方 にお聞 きして、代 表 か、答 弁 できる人 ということでし 

た。 

 

木 下 委 員     私 どもは、当 初 の段 階 では、あの方 がメインで話 をしていただけるもの 

と、解 釈 しておりました。 

           ５月 １５日 に一 月 の総 会 をする中 で、運 営 委 員 会 の中 で協 議 しており 

ました。  

外 薗 さんが出 ていらっしゃるということをお聞 きしましたものですから、事  

務 局 で決 裁 を受 けていたんですけど、届 いていなかったのでしょうか。 

  誰 が、出 るか、事 務 局 に電 話 しております。 
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確 かにあったということで聞 いております。 

なぜ、皆 に知 らせなかったのか、もの凄 く不 安 に思 っています。 

２３日 にならないとわからないと、２４日 になっても、連 絡 がない。 

これは、我 々に対 する圧 力 としか思 えないのでは、私 は個 人 的 に思 え 

ます。 

外 薗 勝 蔵 さんは、県 議 をされて、今 度 の環 境 委 員 ですかね、２７日 は、 

今 日 から県 議 会 が始 まります。 

そういうことを口 に出 すのは、県 議 に対 して失 礼 だと思 っています。 

どのような意 図 があって、そのような発 言 をされたのか、そのところを今  

日 は博 文 さんがいらっしゃいませんので、誰 がそういうことを言 われたの 

かわかりませんけど、教 えていただきたいと。 

３つ目 は、親 和 建 設 さん、実 際 に見 てみましょうということで見 てきまし 

た。  

今 日 は中 の方 で作 業 をしていらっしゃいました。1 戸 の住 宅 が出 来 て 

いました。 

建 物 の業 者 さんは、このような状 態 にあることを分 かっていますか。 

もう一 つは、残 りについてどういう状 態 になっているのか、次 の建 築 が始  

まるのか、それもまた、おかしいということで、全 然 無 視 して、やられるの 

か。 

その３点 についてお聞 きしたいと思 います。 

 

事 務 局         只 今 の委 員 の質 問 について、補 足 説 明 いたします。 

農 業 委 員 会 等 に関 する法 律 第 ３５条 により参 考 人 招 致 しております

が、その３５条 について読 み上 げます。 

農 業 委 員 会 は、その所 掌 事 務 を遂 行 するために必 要 があるときは、

農 地 等 の所 有 者 、農 業 者 その他 の関 係 者 に対 しその出 頭 を求 め、若

しくは必 要 な報 告 を徴 し、又 は委 員 、推 進 委 員 若 しくは職 員 に農 地

等 に立 ち入 らせて必 要 な調 査 をさせることができるとなっております。 

そのため、今 回 4 か所 に文 書 の方 を出 しました。 

文 書 には法 人 の代 表 者 宛 に送 付 しておりますが、今 回 、参 考 人 とし

て、総 会 において答 弁 が出 来 る方 、若 しくは責 任 ある立 場 の方 というこ

とですので、本 日 、ご出 席 いただいている方 々につきましては、３５条 に

記 載 のとおり、出 席 いただける方 としております。 

それと、文 書 の起 案 のことですが、２３日 までに報 告 期 限 をお願 いし

ておりましたが、連 絡 を受 けて、２４日 までに報 告 を受 けておりますので、

問 題 はないとしております。 
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㈱ミクラクリエイト 

外 薗  達 三  氏  

            今 回 、いろいろ迷 惑 をお掛 け致 しまして、本 当 にすみませんでした。 

           我 々は、最 初 、図 面 どおり指 示 しておけばこういう事 はなかったというこ

とですけど、私 が手 抜 きをしたということで、本 当 に迷 惑 をお掛 け致 し

ました。 

            今 、現 場 を見 ていただければ、わかりますけど、完 全 にきれいになり

ました。 

            一 度 、見 に来 ていただいて、きちんと検 査 していただいて、行 ってい

ただきたいと思 います。 

            それと、今 、一 つ家 が建 っておりますが、後 はまだですね、進 めてお

りません、こちらの方 がうまく行 きましてから、次 をしようと思 っています

ので、その後 にしたいと思 います。 

よろしくお願 いいたします。 

 

木 下 委 員       今 の取 締 役 は、この場 ではないと予 想 しておりました。 

            誰 がそのアドバイスをしたのか。 

            私 は、勝 蔵 さんがお見 えになると思 っておりましたが、 

 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏  

 

          私 は、達 蔵 です。 

 

木 下 委 員      県 議 の勝 蔵 さんと聞 いたので、会 議 では。 

           今 日 から県 議 会 ですよね。 

 

 

木 場 委 員      １０番 の木 場 です。 

いろいろ言 われておりますけど、きちんとしておけばこんなことにはなら

なかったと思 います。 

和 田 さん、そこはきちんと精 査 して、自 分 たちが責 任 をもってやってい

る仕 事 ですので、頑 張 っていただきたいと思 います。 

法 律 があるから社 会 は成 りたっているし、その旨 をしっかり踏 まえて頑 張  

っていただきたいと思 います。 

農 地 を取 得 されたミクラファームさんは、レモンを栽 培 するという計 画 で

すが、今 日 はお見 えになっていませんので。 
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㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏  

 

           植 えるように準 備 しております。 

 

木 場 委 員      現 況 では、宅 地 分 譲 された箇 所 には、一 般 住 宅 が建 てられ、計 画 を

進 めているようですが、農 地 の活 用 について質 問 します。 

ご提 出 いただいた顛 末 書 では、１月 から２月 について、土 づくりをし、３

月 から４月 に植 え付 けをする計 画 のようです。レモンの苗 木 は購 入 され

ているのでしょうか。 

今 後 の農 地 の営 農 計 画 について確 認 いただき、レモンを植 え付 けす

るまでの間 の農 地 の営 農 計 画 を提 出 いただきたいと考 えます。 

 

㈱ミクラクリエイト 

取 締 役  外 薗  達 三  氏  

 

           今 、吹 上 にオリーブと、メロンを作 っておりまして、こちらでも、レモンを

作 っていかないといけないと、試 験 的 にしていまして、それがうまくいき、こ

ちらに移 動 してきまして、その時 はよろしくお願 いします。 

 

 

議   長     営 農 計 画 書 を事 務 局 に提 出 いただきますようよろしくお願 いいたします。 

 

議   長     ほかに、御 質 疑 ございませんか。 

 

小 園 委 員     １６番 、小 園 です。 

宅 地 として販 売 している件 について、質 問 いたします。 

         宅 地 建 物 取 引 業 法 第 ３６条 （契 約 締 結 等 の時 期 の制 限 ）では、宅 地 建

物 取 引 業 者 は、宅 地 の造 成 又 は、建 物 の建 築 に関 する工 事 の完 了 前

においては、当 該 工 事 に関 し必 要 とされる都 市 計 画 法 第 ２９条 第 一 項

又 は第 二 項 の許 可 、建 築 基 準 法 第 ６条 第 一 項 の確 認 、その他 法 令 に

基 づく許 可 等 の処 分 で政 令 で定 めるものがあった後 でなければ、当 該

工 事 に係 る宅 地 又 は建 物 につき、自 ら当 事 者 として、若 しくは、当 事 者

を代 理 して、その売 買 若 しくは交 換 の契 約 を締 結 し、又 はその売 買 若 し

くは交 換 の媒 介 をしてはならないとありますが、ここでいうその他 法 令 に

基 づく許 可 等 に農 地 法 が含 まれると思 いますが、どのように判 断 され、土

地 の売 買 等 を進 められたのでしょうか。 
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土 地 家 屋 調 査 士 法 人  

和 田 事 務 所  和 田  光 司  氏  

 

           今 回 は、４条 関 係 が全 部 終 わってから、してもらわないといけないと思

います。 

 

事 務 局       今 の質 問 は、宅 地 建 物 取 引 業 法 の第 ３６条 の部 分 で、政 令 に農 地 法

が含 まれるかどうかということと、居 宅 が建 っておりますので、販 売 の契 約

をしているのかしていないのか、わかりませんが、契 約 をしているのであれ

ば、法 令 に抵 触 しないのでしょうかという恐 れがあるので、そこの確 認 をし

ましたかということを聞 いております。 

 

㈱ミクラクリエイト 

仮 屋  功 一  氏  

   こ れ に つ い て 、 農 地 法 が 抵 触 す る か ど う か と い こ と に つ い て 、        

確 認 はしてないです。 

            すみません。 

 

事 務 局         販 売 の契 約 はされていますか。 

 

㈱ミクラクリエイト 

仮 屋  功 一  氏   

 

   販 売 をしているので、今 、一 件 、家 が建 っている状 態 です。 

 

 

事 務 局        ということは、土 地 を売 った契 約 がされているということですね。 

 

㈱ミクラクリエイト 

仮 屋  功 一   氏  

 

契 約 をされているので、今 、家 が建 っております。 

 

事 務 局       ミクラクリエイトの仮 屋 さんに質 問 ですが、今 、建 築 中 で、土 地 の売 買

契 約 は済 んでいる状 態 だと思 いますが、一 件 家 を建 てる場 合 は、一 生

の買 い物 になると思 います。 

           許 可 のないままで家 が建 築 されている状 態 ですけど、参 考 までに、買

主 の方 は、他 法 令 、農 地 法 についての許 可 が下 りていないというのは、

ご存 じでしょうか。 
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㈱ミクラクリエイト 

仮 屋  功 一  氏  

  おそらく、知 っていらっしゃると思 います。 

           晃 栄 住 宅 を介 して伝 わっているかと思 います。 

 

事 務 局       ということは、農 地 法 の許 可 が下 りなかった場 合 、契 約 書 等 の中 に許

可 が下 りなかったら無 効 になるという記 載 等 はありますか。 

 

㈱ミクラクリエイト 

仮 屋  功 一  氏  

 すみません、私 どもは契 約 書 を作 成 していませんので、確 認 してみない

と分 かりません。 

 

事 務 局       宅 地 建 物 取 引 業 、いわゆるミクラクリエイトさんは免 許 を持 っております

ので、そこに基 づいて手 続 きをどのようにされましたかという話 の整 理 をさ

せていただいたところです。 

           契 約 書 の中 身 の確 認 が取 れないということなので、農 地 法 の手 続 きが

先 ほどに該 当 するなら、そこら辺 の所 は、特 約 に謳 わないといけないはず

なので、先 ほど言 いましたとおり、売 買 の契 約 ができないのに、売 ってい

るとなると困 りますので、そこら辺 の確 認 を監 督 庁 が県 になりますのでとい

う話 をしているところであります。 

 

議  長        宅 地 建 物 取 引 業 法 に関 する件 につきましては、参 考 人 の方 で、監 督

官 庁 である県 に確 認 をしていただき、農 地 法 が宅 地 建 物 取 引 業 法 第  

３６条 のその他 政 令 に基 づく許 可 等 に該 当 するかどうかを確 認 してくだ

さい。 

           確 認 の結 果 、しかるべき手 続 き等 が必 要 である場 合 等 についての対

応 策 も文 書 で回 答 していただきますよう依 頼 します。 

            参 考 人 、よろしいでしょうか。 

 

参 考 人        はい。 

 

議   長   ほかに、御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員     （なしの声 あり） 

 

議   長   以 上 、質 疑 がないようですので、参 考 人 に対 します質 問 は以 上 となりま

す。 

参 考 人 に申 し上 げます。 
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今 回 、参 考 人 招 致 いたしました答 弁 の内 容 について、次 の審 議 の参  

考 とさせていただき、申 請 されました案 件 につきましては、慎 重 に審 議 の 

うえ意 見 決 定 したいと考 えております。   

申 請 人 へお願 いします。農 地 法 及 びその他 関 係 法 令 には、違 反 工

事 等 に基 づく懲 罰 等 が規 定 されております。 

法 令 に違 反 した工 事 を施 工 しないよう、農 地 法 及 びその他 関 係 法 令

を遵 守 してください。よろしくお願 いします。 

また、申 請 代 理 人 へお願 いですが、申 請 人 からの依 頼 を受 け、農 地

法 等 の法 令 に基 づき、許 認 可 等 の申 請 に携 わっていますので、法 令 遵

守 は当 然 のことながら、申 請 人 への十 分 な説 明 をしていただき、許 認 可

業 務 に努 めていただきますようお願 いします。 

              なお、本 日 、出 会 されました参 考 人 には、費 用 弁 償 が、後 日 、指 定 の

口 座 に支 給 されます。振 込 後 は、会 計 より通 知 がありますので、各 自 ご

確 認 ください。 

以 上 で、参 考 人 招 致 の審 議 を終 ります。 

参 考 人 は、退 出 していただきます。 

ありがとうございました。 

 

参 考 人                      （参 考 人 退 出 ） 

 

議   長       先 ほど参 考 人 招 致 いたしました、議 案 第 １１３号 「農 地 転 用 事 業 計 画

変 更 申 請 （承 継 なし）の承 認 について」（保 留 分 ）、議 案 第 １１４号 「農 地

法 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 農 地 等 の 転 用 許 可 申 請 承 認 に つ い て 」 （ 保 留

分 ） 、 議 案 第 １ １ ８ 号 「 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 農 地 等 の 所 有 権 移

転 ・売 許 可 申 請 承 認 について」（保 留 分 ）、報 告 第 ３２号 「農 地 形 質 変

更 届 の専 決 処 分 について」（保 留 分 ）を一 括 して審 議 いたします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

事 務 局       今 回 の件 についての手 続 き等 について完 了 しているもの完 了 していな

いものを事 務 局 のほうから説 明 させていただきます。 

           まず、申 請 に基 づく工 事 が完 了 しているか、ということですが、完 了 は

今 日 参 考 人 からありましたとおり図 面 を持 って完 了 したという報 告 を受 け

ていますので、それを受 けまして事 務 局 と林 務 水 産 課 ・都 市 整 備 課 の立

ち合 いのもと現 地 を確 認 し、図 面 通 り完 了 しているかという事 を確 認 させ

ていただいて次 回 の総 会 までに報 告 したいと思 っております。 

           また、顛 末 書 に代 わる部 分 は参 考 人 招 致 を今 回 開 かせていただきま

して、皆 様 聞 いていただいた通 りのことです。 

           一 応 、今 回 の総 会 を受 けまして聞 き取 りした内 容 を精 査 して参 考 人 に

も流 した中 でこういうことの顛 末 でしたという事 なので事 務 局 側 で作 成 し
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たいと思 っているところです。 

           最 後 の各 種 法 令 の手 続 きなのですが土 地 利 用 協 議 書 につきましては 

都 市 整 備 課 に提 出 されて手 続 きを完 了 しております。 

           あと、土 地 改 良 区 の利 用 計 画 につきましては先 程 、排 水 のところが越

境 確 認 の工 事 のため図 面 と若 干 違 っていましたので図 面 の差 し替 えを

今 日 したということなので、関 係 課 に確 認 をとってその通 り完 了 したかと

いうことを帰 ってから事 務 局 で確 認 したいと思 いますので、それが未 完 成

という事 です。 

           その他 の法 令 につきましては、耕 地 林 務 水 産 課 関 係 の分 と土 地 改 良

区 に出 さないといけない部 分 が本 当 に確 認 取 れたかという事 を帰 ってか

ら確 認 したいと思 います。 

           今 回 の総 会 で意 見 決 定 することは難 しいのではないかと思 います。 

一 番 は申 請 書 のとおりの工 事 が完 成 したということの確 認 が取 れませ 

んので、今 回 も保 留 にさせていただければと事 務 局 では思 っているとこ 

ろです。以 上 です。 

 

議   長    ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。 

           ご質 疑 、ご意 見 はございませんか。 

 

中 島 委 員      ８番  中 島 です。 

           先 ほど、参 考 人 に質 問 したときに地 目 変 更 をするときに当 初 の駐 車  

         場 図 面 で申 請 をしたと言 われましたが、この時 点 で登 記 地 目 は雑 種 地 、 

         公 衆 用 道 路 に変 わっております。 

           事 務 局 はご存 じだったのですか。 

 

事 務 局      何 回 か総 会 でも話 をしたのですが１２月 で雑 種 地 に地 目 変 更 しておりま 

して、令 和 ６年 の１月 に今 の宅 地 と公 衆 用 道 路 ということで、さらに地 目  

を変 更 しております。２回 変 更 しております。 

          それは登 記 簿 で確 認 しております。登 記 簿 はもちろん１月 ３１日 で申 請  

書 が提 出 されましたのでまた変 更 されているなというのは確 認 させていた 

だいているところです。以 上 です。 

 

中 島 委 員     ということは、これは違 法 転 用 だったということですか。 

          虚 偽 申 請 ですか。 

 

事 務 局       まず、駐 車 場 と申 請 して宅 地 分 譲 の状 態 になったのは、私 どもが初 め

て知 ったのは８月 ３１日 に和 田 事 務 所 さんが宅 地 分 譲 にしたいのですが

どうしたらいいですかというご相 談 を受 けました。 
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そこで現 場 を確 認 するともう宅 地 分 譲 になっていました。 

           先 ほど説 明 があったとおり、令 和 ４年 度 １１月 頃 には駐 車 場 に完 成 した

という話 で写 真 はありますという事 なので写 真 を見 せていただければと思

っていますが、その時 に地 目 変 更 はしていないのです。 

令 和 ５年 の１２月 に地 目 を駐 車 場 にしたということで地 目 変 更 をしてい

るので、事 務 局 としては宅 地 分 譲 の状 態 になっているのになぜ駐 車 場 で

法 務 局 は地 目 変 更 をしてしまったのだろうかという疑 問 はずっと残 ってい

ます。 

          だけど、何 かしらの手 続 きで変 更 がされていますので、そこまで立 ち入 っ

て事 務 局 のほうで聞 こうとは思 ってなかったところがあります。 

その後 、それに基 づいて１月 ６日 に宅 地 や公 衆 用 道 路 、さらに地 目 変

更 しているという状 況 です。 

 

中 島 委 員      はい。わかりました。 

 

議   長    只 今 、審 議 保 留 の意 見 がありました。 

           採 決 に移 ります。 

工 事 完 成 確 認 及 び各 種 手 続 きが完 了 するまで、議 案 第 １１３号 、議  

案 第 １１４号 、議 案 第 １１８号 、報 告 第 ３２号 について、 審 議 保 留 扱 いと 

するということでよろしいでしょうか。 

賛 成 の委 員 の挙 手 をお願 いします。 

 

委 員 ・推 進 委 員              （挙  手 ）  

 

議   長         挙 手 、全 員 であります。 

   議 案 第 １１３号 「農 地 転 用 事 業 計 画 変 更 申 請 （承 継 なし）の承 認 に

ついて」（保 留 分 ）、議 案 第 １１４号 「農 地 法 第 ４条 の規 定 による農 地

等 の転 用 許 可 申 請 承 認 について」（保 留 分 ）、議 案 第 １１８号 「農 地

法 第 ３条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権 移 転 ・売 許 可 申 請 承 認 につ

いて」(保 留 分 )及 び報 告 第 ３２号 「農 地 形 質 変 更 届 の専 決 処 分 につ

いて」(保 留 分 )については、工 事 完 成 確 認 及 び各 種 手 続 きが完 了

するまで、審 議 保 留 とすることに決 定 いたしました。 

 

             ここで１０分 間 の休 憩 をとります。 

             １４時 ４０分 から再 開 いたしますので、それまでにはお席 にお戻 りく 

ださい。 

 

                         （休    憩 ） 
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議   長        次 は、議 案 第 １５０号 「農 地 法 第 ５条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権

移 転 ・売 許 可 申 請 承 認 について」を議 題 とします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹    議 案 第 １５０号 を説 明 いたします。資 料 は８ページから９ページをご

覧 ください。農 地 判 定 の根 拠 及 び位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備

考 欄 をご参 照 ください。 

今 月 の 申 請 は、受 理 番 号 １３番 から１７ 番 ま での５件 で、登 記 地 目  

田 ４筆 ２，５１１㎡、畑 ３筆 １，５３３㎡、合 計 ７筆 ４，０６４㎡の申 請 がありま

した。 

内 容 を説 明 いたします。 

受 理 番 号 １３番 から１７番 は、一 般 住 宅 、建 売 住 宅 と通 路 の目 的 で

それぞれ申 請 されるものです。 

１４番 は、占 用 部 分  ４．８３㎡と一 体 利 用 で総 面 積 １，６２５．８３㎡と

なります。 

１６番 は、一 般 住 宅 の５００㎡を超 過 しているため、地 積 超 過 理 由 書

が添 付 されています。 

１７番 は、仮 換 地 実 測 ４１８．６１㎡となります。 

以 上 ５件 、申 請 内 容 を転 用 許 可 法 令 一 般 基 準 、各 項 による書 類 審

査 及 び現 地 調 査 を行 い提 案 いたしました。 

 

議   長   ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。ここで、事 前 に申 請 地 の現 地

調 査 を行 っていますので、調 査 員 の報 告 をお願 いします。 

 

藥 師 寺 委 員   ３番  藥 師 寺 が１３番 から１５番 を報 告 いたします。 

５月 １０日 、濵 田 推 進 委 員 と事 務 局  長 沼 ・松 下 職 員 と現 地 調 査 を 

実 施 しましたので、報 告 します。 

１３番  位 置 図 ２ページ、調 査 表 １ページをご覧 ください。申 請 地 の 

現 況 は、畑 で耕 作 されています。 一 般 住 宅 の転 用 目 的 です。 

１４番  位 置 図 ３ページ、調 査 表 ２ページをご覧 ください。申 請 地 の現  

況 は、田 で耕 作 されていません。建 売 住 宅 ・通 路 の転 用 目 的 です。 

１５番  位 置 図 ４ページ、調 査 表 ３ページをご覧 ください。申 請 地 の現  

況 は、田 で耕 作 されていません。建 売 住 宅 ・通 路 の転 用 目 的 です。 

             いずれも申 請 書 に添 付 してあります被 害 防 除 計 画 書 には妥 当 性 があ

り、現 地 調 査 の内 容 は、調 査 票 に記 載 してあるとおりです。 

             以 上 のことから、申 請 は、農 地 法 関 係 法 令 には抵 触 せず許 可 相 当 と

判 断 しました。以 上 です。 
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西  委 員   １５番 、西 が１６番 を報 告 します。 

5 月 9 日 、谷 山 委 員 と事 務 局  長 沼 ・松 下 職 員 と現 地 調 査 を実 施 し

ましたので、報 告 します。 

位 置 図 ５ページ、調 査 表 ４ページをご覧 ください。 

             申 請 地 の現 況 は、畑 で保 全 管 理 されていました。 

             転 用 目 的 は、一 般 住 宅 の目 的 で申 請 されるものです。 

             一 般 住 宅 の基 準 である５００㎡未 満 を超 過 しますが、添 付 してある地

積 超 過 理 由 書 のとおり、養 鶏 業 を営 んでおり、トラックの進 入 路 ：幅 員 ６

ｍを確 保 する必 要 があり、やむを得 ないと判 断 しました。 

              いずれも申 請 書 に添 付 してあります被 害 防 除 計 画 書 には妥 当 性 が

あり、現 地 調 査 の内 容 は、調 査 票 に記 載 してあるとおりです。 

              以 上 のことから、申 請 は、農 地 法 関 係 法 令 には抵 触 せず許 可 相 当

と判 断 しました。以 上 です。 

 

藥 師 寺 委 員    ３番  藥 師 寺 が１７番 を報 告 いたします。 

調 査 日 、調 査 委 員 は先 程 の報 告 と同 じです。 

位 置 図 ６ページ、調 査 表 5 ページをご覧 ください。 

              申 請 地 の現 況 は、田 で耕 作 されていません。一 般 住 宅 の転 用 目 的  

です。 

            申 請 書 に添 付 してあります被 害 防 除 計 画 書 には妥 当 性 があり、現 地  

調 査 の内 容 は、調 査 票 に記 載 してあるとおりです。 

              以 上 のことから、申 請 は農 地 法 関 係 法 令 には抵 触 せず許 可 相 当 と

判 断 しました。以 上 です。 

 

議   長     ただ今 、調 査 員 の報 告 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。ご質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員         （なしの声 あり） 

 

議   長     ないようですので、議 案 第 １５０号 につきまして採 決 いたします。 

議 案 第 １５０号 については、原 案 のとおり許 可 相 当 と意 見 決 定 すること

に賛 成 の方 の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員              （挙  手 ） 

 

議   長         賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５０号 については、原 案 のとおり承 認 さ   

れました。議 案 第 １５０号 については、許 可 意 見 を付 して鹿 児 島 県 知 事  

に書 類 を進 達 することに決 定 いたします。 

次 に、議 案 第 １５１号 「農 地 法 第 ５条 の規 定 による農 地 等 の賃 借 権
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設 定 許 可 申 請 承 認 について」を議 題 とします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹   議 案 第 １ ５ １ 号 を 説 明 い た し ま す 。 資 料 は １ ０ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

農 地 判 定 の根 拠 及 び位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考 欄 をご参  

照 ください。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 １８番 の１件 で、登 記 地 目  畑 １筆 ９２２㎡の 

申 請 がありました。内 容 といたしましては、１８番 は、申 請 地 を借 り受 けて、

太 陽 光 発 電 施 設 を整 備 するものです。 

以 上 １件 、申 請 内 容 を転 用 許 可 法 令 一 般 基 準 、各 項 による書 類 審 査  

及 び現 地 調 査 を行 い提 案 いたしました。 

以 上 で議 案 第 １５１号 に係 る説 明 を終 わります。 

 

議   長  ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。ここで、事 前 に申 請 地 の現 地 調  

査 を行 っていますので、調 査 員 の報 告 をお願 いします。 

 

下 茂 委 員  9 番  下 茂 が１８番 を報 告 いたします。 

５月 １０日 、上 小 川 推 進 委 員 と事 務 局  西 代 理 ・中 城 職 員 と現 地 調

査 を実 施 しましたので、報 告 します。 

位 置 図 ７ページ、調 査 表 ６ページをご覧 ください。 

            申 請 地 の現 況 は、畑 で耕 作 されていません。申 請 内 容 は太 陽 光 発 電  

施 設 です。 

          申 請 書 に添 付 してあります被 害 防 除 計 画 書 には妥 当 性 があり、現 地  

調 査 の内 容 は、調 査 票 に記 載 してあるとおりです。 

            以 上 のことから、申 請 は、農 地 法 関 係 法 令 には抵 触 せず許 可 相 当 と 

判 断 しました。以 上 です。 

               

 

議   長   ただ今 、調 査 員 の報 告 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員        （なしの声 あり） 

 

議   長   ないようですので、採 決 いたします。 

議 案 第 １５１号 については、原 案 のとおり許 可 相 当 と意 見 決 定 すること 

に賛 成 の方 の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員               （挙  手 ） 
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議   長   賛 成 全 員 であります。 

議 案 第 １５１号 は原 案 のとおり承 認 されましたので、許 可 意 見 を付 して 

鹿 児 島 県 知 事 に書 類 を進 達 することに決 定 いたします。 

次 に、議 案 第 １５２号 「農 地 法 第 ５条 の規 定 による農 地 等 の使 用 貸 借  

権 設 定 許 可 申 請 承 認 について」を議 題 とします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹   議 案 第 １５２号 を説 明 いたします。資 料 は１１ページをご覧 ください。 

農 地 判 定 の根 拠 及 び位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考 欄 をご参 照  

ください。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 １９番 の１件 で、登 記 地 目  畑 １筆 ３６８㎡の 

申 請 がありました。 

内 容 といたしましては、１９番 は、申 請 地 を父 から借 り受 けて、一 般 住 宅  

の目 的 で申 請 されるものです。 

以 上 １件 、申 請 内 容 を転 用 許 可 法 令 一 般 基 準 、各 項 による書 類 審 査  

及 び現 地 調 査 を行 い提 案 いたしました。 

以 上 で議 案 第 １５２号 に係 る説 明 を終 わります。 

 

議   長   ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。ここで、事 前 に申 請 地 の現 地 調  

査 を行 っていますので、調 査 員 の報 告 をお願 いします。 

 

小 城 委 員  ６番  小 城 が１９番 を報 告 いたします。 

５月 １０日 、春 田 推 進 委 員 と事 務 局  梶 原 ・吉 原 職 員 と現 地 調 査 を実  

施 しましたので、報 告 します。 

位 置 図 ８ページ、調 査 表 ７ページをご覧 ください。 

            申 請 地 の現 況 は、畑 で耕 作 されていました。一 般 住 宅 を建 てる予 定 で 

す。 

          申 請 書 に添 付 してあります被 害 防 除 計 画 書 には妥 当 性 があり、現 地 調  

査 の内 容 は、調 査 票 に記 載 してあるとおりです。 

            以 上 のことから、申 請 は、農 地 法 関 係 法 令 には抵 触 せず許 可 相 当 と判  

断 しました。以 上 です。 

 

議   長   ただ今 、調 査 員 の報 告 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員        （なしの声 あり） 
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議   長   ないようですので、採 決 いたします。 

議 案 第 １５２号 については、原 案 のとおり許 可 相 当 と意 見 決 定 すること 

に賛 成 の方 の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員            （挙  手 ） 

 

議   長    賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５２号 は原 案 のとおり承 認 されましたの

で、許 可 意 見 を付 して鹿 児 島 県 知 事 に書 類 を進 達 することに決 定 いた

します。 

次 は、議 案 第 １５３号 「非 農 地 証 明 願 承 認 について」を議 題 とします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹     議 案 第 １５３号 を説 明 いたします。資 料 は１２ページをご覧 ください。

位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考 欄 をご参 照 ください。 

今 月 の申 請 は、５番 から６番 の２件 で、登 記 地 目  田 １筆 １，０２８㎡ 

畑 １筆 ８９８㎡、合 計 ２筆 １，９２６㎡の非 農 地 証 明 願 が申 請 されました。 

内 容 といたしましては、５番 は、平 成 １５年 頃 から耕 作 しておらず、原

野 化 しています。６番 は、昭 和 ５９年 頃 、申 請 者 の亡 き母 の居 宅 を移 設

し居 住 され、居 宅 以 外 は庭 として利 用 されており、現 在 は、防 草 シート

を敷 き、農 地 性 を失 っている状 態 となっています。 

今 般 、それぞれ、原 野 及 び山 林 へ地 目 変 更 するための申 請 です。 

従 って、非 農 地 証 明 書 を添 えて法 務 局 において、地 目 の変 更 申 請

手 続 きによる登 記 官 の現 況 判 断 で、農 地 以 外 の登 記 簿 の地 目 変 更 が

可 能 となるため、農 地 法 第 ２条 第 １項 に規 定 する農 地 では無 いことを証

明 する当 該 証 明 願 いが提 出 されたことにより、提 案 いたしました。 

以 上 で、議 案 第 １５３号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長         ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。ここで、事 前 に申 請 地 の現 地

調 査 を行 っていますので、調 査 員 の報 告 をお願 いします。 

 

小 城 委 員  ６番  小 城 が５番 を報 告 いたします。 

調 査 日 ・調 査 員 は先 程 のとおりです。 

位 置 図 9 ページ、調 査 表 8 ページをご覧 ください。 

              申 請 地 の現 況 は原 野 で本 市 非 農 地 証 明 書 の発 行 基 準 を満 たし、

周 辺 に影 響 のないことから証 明 書 を発 行 すべきと考 えます。以 上 です。 

 

木 場 委 員  ７番 、木 場 が、６番 を報 告 します。 

５月 ９日 、鬼 塚 推 進 委 員 と事 務 局  梶 原 ・中 城 職 員 と現 地 調 査 を実

施 しましたので、報 告 します。 
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位 置 図 １０ページ、調 査 表 ９ページをご覧 ください。 

             申 請 地 は、昭 和 ５９年 頃 、申 請 人 の亡 き母 が居 宅 を移 設 して以 来 、

耕 作 しておらず、庭 として利 用 され、現 在 は、防 草 シートを敷 き、農 地 性

はありません。 

本 市 非 農 地 証 明 書 の発 行 基 準 を満 たし、周 辺 に影 響 のないことから

証 明 書 を発 行 すべきと考 えます。以 上 です。 

 

議   長    ただ今 、調 査 員 の報 告 が終 りました。 

 質 疑 に入 ります。何 かご質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員       （なしの声 あり） 

 

議   長   ないようですので、採 決 いたします。 

議 案 第 １５３号 については、原 案 のとおり処 分 決 定 することに賛 成 の方

の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員          （挙  手 ）  

 

議   長     賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５３号 は原 案 どおり決 定 されました。 

次 は、議 案 第 １５４号 「農 地 法 第 ３条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権

移 転 ・売 許 可 申 請 承 認 について」を議 題 とします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹    議 案 第 １５４号 を説 明 いたします。資 料 は１３ページから１４ページを

ご覧 ください。位 置 図 ・調 査 表 につきましては、備 考 欄 をご参 照 くださ

い。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 １３番 から１７番 の５件 で、田 ４筆 ２，８１０㎡、

畑 ６筆 ２，００４㎡、合 計 １０筆 ４，８１４㎡の申 請 がありました。 

申 請 理 由 は、譲 受 人 の「営 農 開 始 」、「規 模 拡 大 」、譲 渡 人 の「相 手  

方 の要 望 等 」により、それぞれ売 買 されるものです。 

なお、１４番 、１６番 及 び１７番 は、新 規 就 農 のため営 農 計 画 書 が添

付 されています。 

１７番 は、議 案 第 １５０号 受 理 番 号 １６番 の農 地 転 用 に伴 う分 筆 の残

地 となります。 

申 請 内 容 を農 地 法 第 ３条 第 ２項 各 号 に規 定 する、農 地 の取 得 要 件  

について審 査 いたしました結 果 、機 械 力 ・労 働 力 ・技 術 力 に係 る全 部  

効 率 要 件 、及 び農 作 業 従 事 日 数 、集 団 化 、効 率 的 且 つ、総 合 的 な 

利 用 に係 る、地 域 調 和 要 件 の何 れにも抵 触 しないと認 められます。 

従 いまして、何 れの申 請 地 も農 地 以 外 の目 的 で売 買 されるものでは 
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ありません。 

以 上 のようなことから、申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断

し提 案 いたしました。 

以 上 で、議 案 第 １５４号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長    ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。ここで、申 請 地 を事 前 に現 地 調

査 を行 っていますので、調 査 員 の報 告 をお願 いします。 

 

藥 師 寺 委 員  ３番  藥 師 寺 が１３番 を報 告 いたします。 

調 査 日 、調 査 委 員 は先 程 の報 告 と同 じです。 

位 置 図 １１、１２ページ、調 査 表 １０ページをご覧 ください。 

              申 請 地 の現 況 は田 ・畑 で田 は現 在 も耕 作 されています。畑 は耕 作 さ 

れていませんでした。 

権 利 取 得 者 は規 模 拡 大 の為 の権 利 取 得 で水 稲 ・季 節 野 菜 を栽 培

予 定 で経 営 意 欲 も高 く、全 部 効 率 要 件 及 び地 域 調 和 要 件 ともに問

題 はなく、申 請 は許 可 相 当 と考 えます。以 上 です。 

 

下 茂 委 員  ９番  下 茂 が１４番 を報 告 いたします。 

調 査 日 、調 査 委 員 は先 程 の報 告 と同 じです。 

位 置 図 １３ページ、調 査 表 １１ページをご覧 ください。 

              申 請 地 の現 況 は畑 で管 理 されておりました。 

権 利 取 得 者 は規 模 拡 大 の為 の権 利 取 得 で野 菜 を栽 培 予 定 で、経  

          営 意 欲 も高 く、全 部 効 率 要 件 及 び地 域 調 和 要 件 ともに問 題 はなく、申   

請 は許 可 相 当 と考 えます。以 上 です。 

 

梶 原 委 員     １８番  梶 原 が１５番 を報 告 いたします。 

５月 ９日 、髙 木 推 進 委 員 と事 務 局  長 沼 ・松 下 職 員 と現 地 調 査 を実 施  

しましたので、報 告 します。 

位 置 図 １４ページ、調 査 表 １２ページをご覧 ください。 

            申 請 地 の現 況 はきれいに耕 作 をされておりました。 

権 利 取 得 者 は規 模 拡 大 の為 の権 利 取 得 で野 菜 を栽 培 予 定 で経 営  

意 欲 も高 く、全 部 効 率 要 件 及 び地 域 調 和 要 件 ともに問 題 はなく、申 請 は 

許 可 相 当 と考 えます。以 上 です。 

 

小 園 委 員      １６番 、小 園 が１６番 を報 告 します。 

           ５月 ９日 、古 川 推 進 委 員 と事 務 局  梶 原 ・中 城 職 員 と現 地 調 査 を実

施 しましたので、報 告 します。 

         位 置 図 １５ページ、調 査 表 １３ページをご覧 ください。 

申 請 地 の現 況 は、畑 で保 全 管 理 されていました。 
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権 利 取 得 後 は、申 請 人 は、障 害 児 の福 祉 サービスを行 っており、 

申 請 地 に隣 接 している家 屋 も購 入 され、障 害 児 のリハビリとして、野  

菜 を栽 培 予 定 です。 

新 規 営 農 のための権 利 取 得 で、経 営 意 欲 も高 く、全 部 効 率 要 件 及

び地 域 調 和 要 件 ともに問 題 はなく、申 請 が許 可 相 当 と考 えます。 

以 上 です。 

 

西  委 員       １５番 、西 が１７番 を報 告 します。 

           調 査 日 ・調 査 員 は先 ほどのとおりです。 

           位 置 図 ５ページ、調 査 表 １４ページをご覧 ください。申 請 地 の現 況 は、

畑 で保 全 管 理 されていました。 

権 利 取 得 後 は、養 鶏 業 を営 んでおり、飼 料 作 物 を栽 培 予 定 です。 

新 規 営 農 のための権 利 取 得 で、経 営 意 欲 も高 く、全 部 効 率 要 件 及 び 

地 域 調 和 要 件 ともに問 題 はなく、申 請 が許 可 相 当 と考 えます。 

以 上 です。 

 

議   長    ただ今 、調 査 員 の報 告 が終 りました。 

 質 疑 に入 ります。何 か御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員            （なしの声 あり） 

 

議   長     ないようですので、一 括 して採 決 いたします。 

議 案 第 １５４号 については、原 案 のとおり処 分 決 定 することに賛 成 の 

方 の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員                   （挙  手 ）  

 

議   長   賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５４号 は、原 案 のとおり許 可 することに決

定 いたします。 

次 は、議 案 第 １５５号 「農 地 法 第 ３条 の規 定 による農 地 等 の所 有 権 移  

転 ・贈 許 可 申 請 承 認 について」を議 題 とします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹   議 案 第 １５５号 を説 明 いたします。資 料 は１５ページから１６ページをご 

覧 ください。位 置 図 ・調 査 表 につきましては備 考 欄 をご参 照 ください。 

今 月 の申 請 は、受 理 番 号 １８番 から２２番 の５件 で、登 記 地 目  田 ８筆  

４，６６３㎡、畑 ４筆 １，７６０㎡、合 計 １２筆 ６，４２３㎡の申 請 がありました。 

申 請 理 由 といたしましては、いずれも「遺 言 による特 定 遺 贈 」、「知 人   

間 」等 の贈 与 によるものです。 
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なお、２１番 は、遺 言 書 による特 定 遺 贈 と新 規 就 農 のため、営 農 計  

画 書 を添 付 しております。 

１９番 、２２番 は、新 規 就 農 のため営 農 計 画 書 が添 付 されています。 

申 請 内 容 を農 地 法 第 ３条 第 ２項 各 号 に規 定 する、農 地 の取 得 要 件

について審 査 いたしました結 果 、機 械 力 ・労 働 力 ・技 術 力 に係 る全 部

効 率 要 件 及 び農 作 業 従 事 日 数 、集 団 化 、効 率 的 かつ総 合 的 な利 用

に係 る地 域 調 和 要 件 の何 れにも抵 触 しないと認 められます。 

従 いまして、いずれの申 請 地 も農 地 以 外 の目 的 で贈 与 されるものでは

ありません。 

以 上 のようなことから、許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し提 案

いたしました。 

以 上 で、議 案 第 １５５号 に係 る説 明 を終 ります。 

 

議   長         ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。ここで、申 請 地 を事 前 に現 地 調

査 を行 っていますので、調 査 員 の報 告 をお願 いします。 

 

小 城 委 員  ６番  小 城 が１８番 から２０番 を報 告 いたします。 

調 査 日 ・調 査 員 は先 程 のとおりです。 

１８番  位 置 図 １６ページ、調 査 表 １５ページをご覧 ください。 

申 請 地 の現 況 は畑 で栽 培 されていました。引 き続 き、野 菜 ・花 等 を 

栽 培 する予 定 となっております。 

１９番  位 置 図 １７ページ、調 査 表 １６ページをご覧 ください。 

申 請 地 の現 況 は畑 で耕 作 はされていませんでしたが、きちんと耕 運 さ

れていました。野 菜 を栽 培 する予 定 となっております。 

２０番  位 置 図 １８ページ、調 査 表 １７ページをご覧 ください。 

申 請 地 の現 況 は田 で水 稲 が耕 作 されていました。引 き続 き、水 稲 を 

耕 作 する予 定 となっております。 

３件 とも経 営 意 欲 も高 く、全 部 効 率 要 件 及 び地 域 調 和 要 件 ともに

問 題 はなく、申 請 が許 可 相 当 と考 えます。以 上 です。 

             

下 茂 委 員  ９番  下 茂 が２１番 を報 告 いたします。 

調 査 日 ・調 査 員 は先 程 のとおりです。 

位 置 図 １９ページ、調 査 表 １８ページをご覧 ください。 

申 請 地 の現 況 は田 と畑 で耕 作 されていました。野 菜 と水 稲 を耕 作  

する予 定 となっております。 

権 利 取 得 者 は規 模 拡 大 の為 の権 利 取 得 で全 部 効 率 要 件 及 び地

域 調 和 要 件 ともに問 題 はなく、申 請 が許 可 相 当 と考 えます。 

以 上 です。 

 



37 

 

礒 道 委 員  １７番  礒 道 が２２番 を報 告 いたします。 

５月 １日 、廣 庭 推 進 委 員 と事 務 局  坂 元 職 員 と現 地 調 査 を実 施 し

ましたので、報 告 します。 

             位 置 図 ２０ページ、調 査 表 １９ページをご覧 ください。 

申 請 地 の現 況 は畑 で現 在 も耕 作 されています。 

権 利 取 得 者 は規 模 拡 大 の為 の権 利 取 得 で野 菜 を栽 培 予 定 です。

経 営 意 欲 も高 く、全 部 効 率 要 件 及 び地 域 調 和 要 件 ともに問 題 はな 

く、申 請 が許 可 相 当 と考 えます。以 上 です。 

 

議   長        ただ今 、調 査 員 の報 告 が終 りました。 

 質 疑 に入 ります。何 か御 質 疑 ございませんか。 

 

梶 原 委 員        ２２番 についてです。受 人 と渡 し人 の年 齢 が逆 と思 うのですが。 

 

梶 原 主 幹    ２２番 ですね。渡 人 は税 理 士 の８３歳 の方 で間 違 いございません。

受 人 は６９歳 の自 営 業 の方 です。兄 弟 間 での贈 与 です。                                   

 

梶 原 委 員        譲 受 理 由 と譲 渡 理 由 が違 うのでは。 

 

梶 原 主 幹        すみません。兄 ではなく弟 への贈 与 です。逆 でした。申 し訳 ござい

ません。 

 

梶 原 委 員         わかりました。 

 

議   長       他 に御 質 疑 ございませんか。 

 

有 馬 委 員        １２番  有 馬 です。 

２０番 ですが、水 引 町 の案 件 ですが、田 んぼが非 常 にいびつになっ

ておりますが、これは高 速 道 路 ののり面 でこのようになっているのです

か。 

一 番 狭 い田 んぼが１３９㎡となっていて変 だと感 じたので。 

 

 

梶 原 主 幹        形 が不 正 形 なのですが、一 枚 にまとまったりしています。先 がとがっ

ているのもあります。 

             ５４５５番 の１から６までが不 正 形 になっています。 

 

有 馬 委 員        形 が変 だと思 ったので。分 かりました。 
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議   長      他 にご質 疑 ございませんか。 

 

 

委 員 ・推 進 委 員        （なしの声 あり） 

 

 

議   長   ないようですので、一 括 して採 決 いたします。 

議 案 第 １５５号 については、原 案 のとおり処 分 決 定 することに賛 成 の方

の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員        （挙  手 ） 

 

議   長   賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５５号 は、原 案 のとおり許 可 することに決

定 いたします。 

次 は、議 案 第 １５６号 「農 用 地 利 用 集 積 計 画 案 （利 用 権 設 定 ） 

の意 見 決 定 について」、農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 １項 に基 づ

き市 長 部 局 より提 出 されましたので、当 委 員 会 の意 見 について審 議 を求

めるものでございます。 

なお、農 業 委 員 会 等 に関 する法 律 第 ３１条 に「議 事 参 与 の制 限 」に関

する議 案 は受 理 番 号 １３番 です。 

まず、議 事 参 与 を除 く案 件 について審 議 いたします。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

 

梶 原 主 幹  議 案 第 １５６号 を説 明 いたします。資 料 は１７ページから１９ページを

ご覧 ください。 

今 月 の申 請 は、田 27,330 ㎡の申 請 がありました。 

利 用 権 設 定 １０件 中 、認 定 農 業 者 等 に係 わる分 は１０件 です。 

議 事 参 与 案 件 を除 く、案 件 について説 明 します。 

議 事 参 与 案 件 を除 く、受 理 番 号 ４番 から１２番 は、申 請 内 容 を農 業  

経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 ３項 の規 定 に基 づき審 査 いたしました

結 果 、申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し提 案 いたしまし

た。 

以 上 で、説 明 を終 ります。 

 

議   長    ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。何 かご質 疑 ございませんか。 
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委 員 ・推 進 委 員       （なしの声 あり） 

 

 

議   長   ないようですので、一 括 して採 決 いたします。 

議 事 参 与 案 件 を除 く、受 理 番 号 ４番 から１２番 につきまして、原 案 のと

おり意 見 決 定 することに賛 成 の方 の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員                （挙  手 ） 

 

議   長   賛 成 全 員 であります。議 事 参 与 案 件 を除 く、受 理 番 号 ４番 から１２番 につ

きまして、原 案 のとおり意 見 決 定 いたします。 

次 に、議 案 第 １５６号 受 理 番 号 １３番 に係 る議 事 参 与 案 件 について審 議

に入 ります。 

小 園 委 員 は農 業 委 員 会 等 に関 する法 律 第 ３１条 「議 事 参 与 の制 限 」を 

受 けますので、退 席 をお願 いします。 

 

小 園 委 員                 （退 席 ・退 室 ） 

  

議   長       議 案 第 １５６号 受 理 番 号 １３番 につきまして、事 務 局 の内 容 説 明 をお

願 いします。 

 

梶 原 主 幹   農 業 委 員 会 等 に関 する法 律 第 ３１条 「議 事 参 与 の制 限 」を受 ける議 案

第 １５６号 １３番 に係 る利 用 権 設 定 の受 人 が、当 委 員 会 農 業 委 員 の小 園

委 員 、ご本 人 ですので、内 容 説 明 いたします。資 料 は１９ページをご覧 く

ださい。 

受 理 番 号 １３番 の申 請 内 容 を農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 ３

項 の規 定 に基 づき審 査 いたしました結 果 、申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 た

していると判 断 し提 案 いたしました。 

以 上 で、説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員          （なしの声 あり） 

 

議   長   ないようですので、採 決 いたします。 

議 案 第 １５６号 、受 理 番 号 １３番 に係 る議 事 参 与 案 件 は、原 案 のとおり

意 見 決 定 することに賛 成 の方 の挙 手 を求 めます。 
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全  委  員           （挙  手 ） 

 

 

議   長    賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５６号 、受 理 番 号 １３番 に係 る議 事 参

与 案 件 は原 案 のとおり意 見 決 定 いたします。 

小 園 委 員 の入 室 をお願 いします。 

 

小 園 委 員           （入 室 ・着 席 ） 

 

議   長     議 案 第 １５６号 は、原 案 のとおり意 見 決 定 されましたので薩󠄀 摩 川 内 市 長

へ許 可 意 見 を付 して書 類 送 達 することといたします。 

次 は、議 案 第 １５７号 「農 用 地 利 用 集 積 計 画 案 （所 有 権 移 転 ）の意 見 決  

定 について」、農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 １項 に基 づき市 長 部  

局 より提 出 されましたので、当 委 員 会 の意 見 について審 議 を求 めるもので 

ございます。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹   議 案 第 １５７号 を説 明 いたします。資 料 は２０ページから２１ページをご 

覧 ください。 

今 月 の申 請 は１件 で、田 １，６５８㎡の申 請 がありました。 

申 請 内 容 を農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 ３項 の規 定 に基 づき 

審 査 しました結 果 、申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し提 案  

いたしました。以 上 で、説 明 を終 ります。 

 

議   長   ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。何 か御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員       （なしの声 あり） 

 

議   長   ないようですので、一 括 して採 決 いたします。 

議 案 第 １５７号 につきまして、原 案 のとおり意 見 決 定 することに賛 成 の方  

の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員             （挙  手 ） 

 

議   長   賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５７号 は原 案 のとおり意 見 決 定 いたしま 

す。 

議 案 第 １５７号 は、原 案 のとおり意 見 決 定 されましたので、薩󠄀 摩 川 内 市  

長 へ許 可 意 見 を付 して書 類 送 達 することといたします。 
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次 は、議 案 第 １５８号 「農 用 地 利 用 集 積 計 画 案 （農 地 中 間 管 理 権 設  

定 ）の意 見 決 定 について」、農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １８条 第 １項  

に基 づき市 長 部 局 より 提 出 されましたので、当 委 員 会 の 意 見 につ いて 

審 議 を求 めるものでございます。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

梶 原 主 幹     議 案 第 １５８号 を説 明 いたします。資 料 は２２ページから２６ページを

ご覧 ください。 

今 月 の申 請 は、田 ２６，９０４㎡、畑 ２，１２６㎡、合 計 ２９，０３０㎡の申  

請 がありました。 

管 理 権 設 定 ２３件 中 、認 定 農 業 者 等 に係 る分 は２０件 です。 

申 請 内 容 を農 地 中 間 管 理 事 業 の推 進 に関 する法 律 第 １８条 第 ５項 各

号 の規 定 に基 づき農 用 地 利 用 の配 分 計 画 を審 査 いたしました結 果 、

申 請 は許 可 要 件 の全 てを満 たしていると判 断 し提 案 いたしました。 

以 上 で、説 明 を終 ります。 

 

議   長     ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。何 か御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員     （なしの声 あり） 

 

議   長     ないようですので、一 括 して採 決 いたします。 

議 案 第 １５８号 につきまして、原 案 のとおり意 見 決 定 することに賛 成 の

方 の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員           （挙  手 ） 

 

議   長   賛 成 全 員 であります。 

議 案 第 １５８号 受 理 番 号 ３番 に係 る議 事 参 与 案 件 は、原 案 のとおり意

見 決 定 することに賛 成 の方 の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員           （挙  手 ） 

 

議   長   賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５８号 は原 案 のとおり意 見 決 定 いたしま

す。 

議 案 第 １５８号 「農 用 地 利 用 集 積 計 画 案 （農 地 中 間 管 理 権 設 定 ）の 

意 見 決 定 について」は、原 案 のとおり意 見 決 定 されましたので薩󠄀 摩 川 内  

市 長 へ許 可 意 見 を付 して書 類 送 達 することといたします。 

次 は、議 案 第 １５９号 「令 和 ５年 度 農 業 委 員 会 の農 地 利 用 の最 適 化  
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の状 況 その他 事 務 の実 施 状 況 の公 表 (案 )について」を議 題 といたしま 

す。 

事 務 局 の内 容 説 明 をお願 いします。 

 

局   長      議 案 第 １５９号  令 和 ５年 度 農 業 委 員 会 の農 地 利 用 の最 適 化 の推

進 の状 況 その他 事 務 の実 施 状 況 の公 表 （案 ）について説 明 いたしま

す。  

資 料 は２７ページから３３ページになります。 

農 業 委 員 会 法 第 ３７条 に基 づく情 報 の公 表 として、令 和 ５年 度 農  

業 委 員 会 の農 地 利 用 の最 適 化 の推 進 の状 況 その他 事 務 の実 施 状  

況 の公 表 （案 ）を審 議 いただき総 会 の議 決 を求 める議 案 であります。 

それでは主 なものについて、説 明 いたします。 

２８ページ１農 業 委 員 会 の状 況 についてですが、１農 業 委 員 会 の

現 在 の体 制 と２農 家 ・農 地 等 の概 要 について、農 家 数 、農 業 者 数 、

経 営 数 、耕 地 面 積 等 を示 しております。 

続 いて資 料 の２９ページ中 段 の農 地 の集 積 の③実 績 ですが、今 年

度 の新 規 集 積 面 積 は、△１９．３ｈa となり減 少 しています。今 年 度 末

の集 積 面 積 は、１，１６４．９ha（△１９．３ｈa）で、農 地 面 積 に対 する集

積 率 は、２９.２％（+0.3%）となっており、目 標 に対 して、８９．３％（+４．

５％）となっています。 

点 検 結 果 としては、目 標 に対 して、達 成 はできませんでしたが、概

ね目 標 が達 成 されました。 

今 後 、集 積 率 を上 げるためには、新 たな担 い手 の育 成 ・確 保 を行

うことが課 題 であります。 

続 いて２９ページ上 段 の⑵遊 休 農 地 の発 生 防 止 ・解 消 の③実 績

ですが、緑 区 分 の遊 休 農 地 の解 消 実 績 面 積 は、３０．１ｈａ（△１０．０

ha）、目 標 に対 する達 成 状 況 は、４１．４％（△１３．８％）です。 

     前 年 度 に新 規 発 生 した緑 区 分 、いわゆる人 力 ・農 業 用 機 械 で草

刈 り、耕 起 、抜 根 、整 地 によりただちに耕 作 することが可 能 な土 地 の

遊 休 農 地 の解 消 実 績 面 積 は、４０．１ha（+１０．８ha）です。令 和 ５年

度 の農 地 の利 用 状 況 調 査 による遊 休 農 地 の面 積 は、５７７．３ha（△

22.8ｈa）で、緑 区 分 の遊 休 農 地 は３８８．２ha（+２４．８ha）,  黄 区 分 、

大 規 模 な整 備 、重 機 等 の使 用 により利 用 可 能 な土 地 の遊 休 農 地 は、

１８９．１ha（△４７．６ha）です。 

             点 検 結 果 としては、有 効 利 用 できる農 地 は、有 効 利 用 できるよう推

進 するとともに、再 生 利 用 が困 難 と思 われる農 地 は、非 農 地 判 断 の

取 り扱 いを進 めました。 

続 いて３０ページ上 段 、⑶新 規 参 入 の促 進 の実 績 ですが、新 規 参  

入 者 への貸 付 等 について、農 地 所 有 者 の同 意 を得 た上 で公 表 した

農 地 の面 積 は１．６ha（△２．１ha）です。新 規 参 入 者 の参 入 状 況 は、３

経 営 体 （△２経 営 体 ）で、取 得 農 地 面 積 は６．０ha(△2.3ha)です。状

況 としては、農 業 者 全 体 の高 齢 化 及 び担 い手 の伸 び悩 み等 で、後 継

者 不 足 が深 刻 な状 況 であります。 

資 料 の３１ページ中 段 、２ 最 適 化 活 動 の活 動 目 標  ⑵活 動 強 化
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月 間 の設 定 の②実 績 は、設 定 回 数 は３回 で、農 地 の取 得 、遊 休 農 地

の解 消 、新 規 参 入 の推 進 に取 り組 みました。 

次 に、資 料 の３２ページ中 段 、⑶新 規 参 入 相 談 会 への参 加 ②実 績

は、さつま町 で開 催 された新 規 就 農 者 を励 ます会 に会 長 が参 加 しまし

た。 

続 いて、目 標 の達 成 状 況 の評 語 は、目 標 に対 し、期 待 を上 回 る結 果

が得 られました。各 評 語 別 の結 果 は、目 標 に対 し大 幅 に上 回 る結 果 は、

０人 （△７人 ）、期 待 を上 回 る結 果 は２人 （△１８人 ）、期 待 どおりの結 果 が

得 られた場 合 は４６人 （+３４人 ）、期 待 をやや下 回 る結 果 が４人 （+３人 ）と

なりました。委 員 皆 様 の日 頃 からの積 極 的 な活 動 により、今 回 の結 果 が

反 映 されたものと思 っており、大 変 感 謝 申 し上 げます。 

続 いて、資 料 の３３ページ、 Ⅲ事 務 の実 施 状 況 ですが、１総 会 、部 会

の開 催 実 績 は各 月 １回 開 催 しました。 

２農 地 法 第 ３条 に基 づく許 可 事 務 は、１年 間 の処 理 件 数 は１８１件 （+

４５件 、月 平 均 １５件 ）です。 

３農 地 転 用 に関 する事 務 、意 見 を付 して知 事 への送 付 ですが、１年 間

の処 理 件 数 は１６８件 （+１１件 、月 平 均 １４件 ）です。 

４違 反 転 用 の対 応 は、４年 度 末 現 在 ０．２ha でこれまでどおりで、面 積  

の変 更 はありません。 

以 上 、議 案 第 １５９号  令 和 ５年 度 農 業 委 員 会 の農 地 利 用 の最 適 化

の推 進 の状 況 その他 事 務 の実 施 状 況 の公 表 （案 ）についての説 明 を終

わります。 

                        

議   長    ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りました。 

質 疑 に入 ります。何 か御 質 疑 ございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員       （なしの声 あり） 

 

議   長   ないようですので、一 括 して採 決 いたします。 

議 案 第 １５９号 につきまして、原 案 のとおり意 見 決 定 することに賛 成 の方

の挙 手 を求 めます。 

 

全  委  員           （挙  手 ） 

 

議   長   賛 成 全 員 であります。議 案 第 １５９号 は、原 案 のとおり意 見 決 定 されま

した。 

以 上 で本 日 の議 案 の審 議 は、全 て終 りました。 

次 は、会 次 第 ７のその他 に入 ります。 

⑴   ６月 の申 請 等 現 地 調 査 及 び総 会 の日 程 について事 務 局 の説 明 を 

お願 いします。 
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局 長 代 理    ６月 行 事 予 定 （案 ）について説 明 いたします。お手 元 に配 付 しており

ます行 事 予 定 （案 ）をご覧 ください。 

まず、現 地 調 査 ですが、１０日 （月 ）が本 土 川 内 地 域 、７日 （金 ）が本

土 ４支 所 の予 定 です。調 査 員 は記 載 のとおりです。 

また、議 案 提 出 状 況 により調 査 コース、時 間 等 の調 整 を事 務 局 で行

い連 絡 いたします。甑 地 域 におかれましても、同 様 に調 整 をお願 いしま

す。 

なお、申 請 が多 い場 合 は３班 体 制 で、いずれも午 前 中 までは終 了 の

形 をとります。午 前 ８時 ３０分 までに農 業 委 員 会 事 務 局 横 の５０２会 議

室 にご集 合 ください。 

支 所 班 は、各 支 所 で集 合 解 散 とし、いずれも午 前 中 までには終 了

予 定 です。 

それから、裏 面 の主 要 行 事 予 定 表 になります。 

６月 １４日 が運 営 委 員 会 、１９日 が鹿 児 島 県 農 業 委 員 会 女 性 委 員

の会 理 事 会 が行 われます。藥 師 寺 委 員 が出 席 予 定 となっております。 

２５日 が総 会 、そして７月 ３日 は農 業 者 年 金 加 入 促 進 特 別 研 修 会 が

鹿 児 島 市 で開 催 される予 定 となっております。加 入 推 進 部 長 の方 は日

程 調 整 等 をお願 いします。 

そして７月 １２日 ですが、毎 年 実 施 しております令 和 ６年 度 農 業 者 年  

金 推 進 会 議 及 び農 地 利 用 状 況 調 査 推 進 会 議 が行 われます。 

これは県 農 業 会 議 から講 師 として農 業 者 年 金 の講 話 、７月 以 降 から

利 用 状 況 調 査 が始 まりますので、利 用 状 況 調 査 に向 けての説 明 になり

ます。 

８月 ですが、８月 ２７日 に令 和 ６年 度 鹿 児 島 県 農 業 委 員 会 大 会 が行

われます。これは鹿 児 島 市 の宝 山 ホールで行 われますが、これは県 下

全 農 業 委 員 ・推 進 委 員 の出 席 となりますので、日 程 調 整 をよろしくお願

いいたします。 

以 上 で説 明 を終 ります。 

 

議   長     ただ今 、事 務 局 の説 明 が終 りましたが、この件 について 

ご質 問 、ご意 見 等 はございませんか。 

 

梶 原 委 員       ７月 １２日 の場 所 はどこですか。 

 

局 長 代 理       場 所 は、ＳＳプラザせんだい、３０１から３０３号 室 の会 議 室 になりま 

す。 

 

議   長     他 にご質 問 、ご意 見 等 はございませんか。 
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委 員 ・推 進 委 員       （なしの声 あり） 

 

議   長   そのほかに、事 務 局 から何 かございませんか。 

 

事 務 局                  （なしの声 あり） 

 

議   長    それでは、全 体 的 に何 かございませんか。 

 

有 馬 委 員       １２番 の有 馬 です。 

            今 年 の狩 猟 免 許 試 験 について、７月 ２１日 が講 習 会 、７月 ２８日 免 許  

試 験 が開 催 されますので、食 害 に困 られている等 、機 会 がありましたら

よろしくお願 いいたします。 

 

議   長       他 に何 かございませんか。 

 

委 員 ・推 進 委 員       （なしの声 あり） 

 

議   長        これをもちまして第 １４回 薩󠄀 摩 川 内 市 農 業 委 員 会 総 会 を閉 会 いたし

ます。 

 

局 長 代 理    皆 さん、ご起 立 下 さい。一 同 礼 。ご着 席 ください。 

 

       

 「閉  会 」      【終 了  １５：３０】 

 

 


